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１　

ド
イ
ツ
難
民
運
動
へ
の
注
目

　
　
　
　
　
　
　

―
―
欧
州
統
合
の
多
角
的
理
解
の
た
め
に
―
―

　　
か
つ
て
欧
州
統
合
研
究
は
神
学
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
研
究
対
象
へ

の
信
仰
告
白
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
掲
げ
て
主
権

国
家
の
割
拠
を
克
服
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
研
究
者
を
魅
了
し
た
の
だ
っ

た
。
ド
イ
ツ
統
一
直
後
に
は
こ
ん
な
発
言
も
あ
っ
た
。「
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
大
国
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
に
解
消
す
る
」
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
だ
予
見

し
う
る
未
来
の
日
程
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
歴
史
は
ま
た
―
―
よ

く
み
れ
ば
他
の
国
の
歴
史
も
そ
う
で
あ
ろ
う
―
―
「
国
民
意
識
」
や
「
国
家
意
識
」

と
い
う
も
の
も
、
固
定
的
に
、
も
は
や
動
か
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
れ
が
救
い
で
あ
る）

1
（

」。
だ
が
予
て
か
ら
筆
者
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
悪
と
し
、
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
善
と

す
る
固
定
観
念
が
視
野
狭
窄
を
生
む
傾
向
を
問
題
視
し
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
目
し

て
き
た
。（
一
）
欧
州
統
合
は
戦
勝
国
の
国
益
追
求
を
一
つ
の
動
機
と
し
て
始
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
。
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
に
先
立
つ
国
際
ル
ー
ル
庁
は
、
西
独
の
早

期
建
国
に
消
極
的
な
フ
ラ
ン
ス
を
懐
柔
す
る
た
め
に
、
そ
の
提
案
を
米
英
が
飲
ん
だ

も
の
で
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
緩
和
な
ど
の
見
返
り
も
期
待
し
た

が
、
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
経
済
主
権
侵
害
と
し
て
反
対
だ
っ
た
の
で
あ
る）

2
（

。

ド
イ
ツ
史
を
「
普
遍
的
価
値
」
で
診
断
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
い
ま
の
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
が
欧
州
指
導
国
に
な
る
の
は
歓
迎
し
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
ド
イ
ツ
が
連
合

国
（
Ｕ
Ｎ
：
世
に
い
う
「
国
際
連
合
」）
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
に
な
ろ

う
と
す
れ
ば
、
周
辺
国
の
反
撥
が
止
ま
ら
な
い
。
仏
ア
ナ
ー
ル
派
の
歴
史
人
口
学
者

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
論
を
擁
護
し
て
曰
く
「
早
い

話
、
自
分
の
こ
と
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
自
分
の
属
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
律
性

の
消
滅
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
一
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
、
も
し
ド
イ
ツ
の
覇
権
か

ア
メ
リ
カ
の
覇
権
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
べ
と
い
わ
れ
た
ら
、
私
は
躊
躇
な
く
ア
メ
リ

カ
の
覇
権
を
選
ぶ
よ
。
私
に
し
て
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
場
合
、
ど
っ

ち
を
選
ぶ
か
な
ん
て
分
か
り
き
っ
て
い
る）

3
（

。」
西
欧
中
心
の
欧
州
は
善
で
、
ド
イ
ツ

中
心
の
欧
州
が
悪
だ
と
い
う
の
は
、
単
な
る
英
仏
人
の
民
族
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
人
差
別
で
あ
る
。（
二
）
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ド
イ
ツ
の
自
己
主
張

の
手
段
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
。
ド
イ
ツ
は
自
国
批
判
に
慣
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
の

    
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
論
拠
と
し
て
の
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　
　
　
　

―
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
ヤ
と
そ
の
後
継
世
代
を
中
心
に

―　
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国
益
を
直
接
訴
え
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
い
て
、
欧
州
統

合
こ
そ
結
果
的
に
は
ド
イ
ツ
の
た
め
に
な
る
と
信
じ
る
者
が
多
い
。
英
仏
に
も
自
国

批
判
の
契
機
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ま
も
「
ブ
リ
タ
ン
ニ
ア
よ
、
大
波
を
支

配
せ
よ
」、「
ブ
リ
ト
ン
人
は
決
し
て
奴
隷
に
な
ら
な
い
」
と
歌
い
、
対
独
敵
愾
心
を

煽
る
国
歌
を
用
い
続
け
て
い
る
。
英
仏
に
は
欧
州
統
合
に
よ
る
主
権
抛
棄
は
耐
え
難

い
の
で
、
統
合
の
度
合
が
高
ま
る
と
動
き
が
鈍
り
、
欧
州
統
合
を
高
唱
す
る
ド
イ
ツ

に
後
れ
を
取
る
。
一
九
五
〇
年
、
フ
ラ
ン
ス
は
自
国
政
治
家
が
構
想
し
た
欧
州
防
衛

協
同
体
案
を
拒
否
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
二
日
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ヨ
シ
ュ

カ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
独
外
相
が
「
欧
州
連
邦
」
構
想
を
出
し
た
時
、
ジ
ャ
ン=

ピ
エ

ー
ル
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ヌ
マ
ン
仏
内
相
は
「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
の
再

建
か
と
反
撥
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
本
当
に
Ｅ
Ｕ
離
脱
ま
で
実
行
し
た
。（
三
）
Ｅ
Ｕ

は
「
普
遍
的
価
値
」
に
基
づ
く
理
念
共
同
体
だ
と
い
う
の
は
建
前
で
あ
り
、
ま
た
理

念
協
同
体
は
開
放
的
で
公
正
だ
と
い
う
発
想
は
早
計
だ
と
い
う
こ
と
。
確
か
に
シ
リ

ア
難
民
問
題
の
よ
う
に
、
理
念
が
先
行
し
て
政
治
を
方
向
付
け
る
こ
と
も
、
短
期
的

に
は
あ
る
が
、
難
民
問
題
の
そ
の
後
の
展
開
や
、
ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
の
難
航
、
Ｅ

Ｕ
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
友
好
、
コ
ロ
ナ
危
機
で
の
国
境
閉
鎖
な
ど
を
見
る
と
、

理
念
が
欧
州
の
政
治
家
や
民
衆
の
心
を
実
際
ど
れ
だ
け
捉
え
て
い
る
の
か
は
疑
問
に

思
え
て
く
る
。
ま
た
理
念
共
同
体
の
構
想
、
例
え
ば
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

Verfassungspatriotism
us

と
い
う
の
も
一
種
の
同
質
化
論
で
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ

る
者
を
生
む
。
民
族
の
よ
う
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
共
同
体
と
は
違
い
、「
普
遍
的
価
値
」

の
共
同
体
に
は
誰
で
も
参
加
で
き
る
と
思
う
の
は
、
そ
の
理
念
の
正
し
さ
を
疑
わ
な

い
信
奉
者
の
自
己
中
心
主
義
で
あ
る
。
仏
露
革
命
で
は
、
そ
の
理
念
に
同
意
し
な
い

人
々
は
虐
殺
や
追
放
の
対
象
と
な
っ
た
。
国
籍
取
得
試
験
や
世
俗
主
義
体
制
を
巡
る

論
争
が
示
す
よ
う
に
、
い
ま
「
普
遍
的
価
値
」（
こ
こ
で
は
男
女
あ
る
い
は
性
的
志

向
に
よ
る
平
等
、
政
教
分
離
）
は
移
民
を
選
別
す
る
基
準
と
も
な
っ
て
い
る
。
か
の

「
ド
イ
ツ
特
有
の
道
」
批
判
が
示
す
よ
う
に
、
米
英
仏
は
、
絶
対
王
政
、
植
民
地
支

配
、
先
住
民
駆
逐
を
交
え
た
歴
史
を
辿
っ
て
も
、
自
由
と
民
主
主
義
の
母
国
と
し
て

肯
定
的
先
入
観
で
見
ら
れ
、
ド
イ
ツ
や
ロ
シ
ヤ
、
あ
る
い
は
一
部
の
東
欧
諸
国
は
、

否
定
的
先
入
観
で
見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。（
四
）
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は

包
含
の
論
理
の
み
な
ら
ず
排
除
の
論
理
に
も
な
り
う
る
こ
と
。
欧
州
統
合
と
は
、
世

界
史
で
別
格
の
地
位
を
占
め
て
き
た
と
い
う
欧
州
人
の
特
権
意
識
を
抜
き
に
し
て
は

考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
手
法
は
、
か
つ
て

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
自
国
、
自
民
族
の
栄
光
を
謳
い
上
げ
た
の
と
本
質
的
に
は
変
わ

ら
な
い
。「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
を
許
容
し
な
い
現
代
世
界
で
、
歴
史
的
つ
な
が
り
の

な
い
「
普
遍
的
価
値
」
を
共
通
基
盤
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
民
が
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」

を
構
成
す
る
の
が
難
し
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
欧
州
統
合
に
つ
い
て
多
角
的
再
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
―
―
こ
う
筆
者
が
思
っ

て
い
た
矢
先
、
遠
藤
乾
主
宰
の
共
同
研
究
「
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
、
板
橋
拓
己

が
「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
問
題
設
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
西
洋
の
再
生
を
掲

げ
て
欧
州
統
合
を
提
唱
し
た
西
独
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
を
扱
っ
た
研
究
で
、

ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
コ
ン
ツ
ェ
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
板
橋
曰
く
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統

合
の
歴
史
は
、
単
線
的
な
進
歩
主
義
史
観
の
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
。「
正
史
」
の

み
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
の
で
は
、
い
か
な
る
政
治
力
学
、
あ
る
い
は
政
治
理
念
か

ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
歴
史
的
に
支
え
ら
れ
て
き
た
か
を

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る）

4
（

」。
こ
の
話
題
に
は
、
筆
者
も
思
い
当
た
る

節
が
あ
っ
た
。
修
士
論
文
を
準
備
し
て
い
た
頃
、
筆
者
は
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
や
初
期
ブ

ラ
ン
ト
ら
西
独
政
治
家
の
反
東
方
姿
勢
、
彼
ら
が
西
洋
の
再
生
を
唱
え
て
い
た
事
実

に
注
目
し
た
。
当
時
の
筆
者
は
こ
の
着
想
を
形
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
ド
イ

ツ
近
現
代
史
研
究
で
様
々
に
生
か
し
た
。

   

本
論
が
扱
う
ド
イ
ツ
難
民
運
動）

5
（

は
、
こ
れ
ま
で
欧
州
統
合
と
の
関
連
で
は
登
場
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し
な
い
主
体
だ
っ
た
。
こ
の
運
動
は
、
二
〇
世
紀
の
敗
戦
で
戦
勝
国
に
併
合
さ
れ

た
地
域
の
ド
イ
ツ
系
住
民
が
、
故
郷
を
追
わ
れ
て
避
難
先
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

で
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
を
担
う
「
被
追
放
民
同
盟
」（B

und der 

Vertriebenen
）
は
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
、
ズ

デ
ー
テ
ン
、
バ
ル
ト
海
地
域
な
ど
、
出
身
地
ご
と
に
結
成
さ
れ
た
同
郷
団
が
結
集
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
難
民
運
動
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
こ
の
あ
と
引
用
す

る
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
記
事
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
硬
な
主

張
者
、
東
欧
諸
国
へ
の
報
復
を
唱
え
る
平
和
の
攪
乱
者
と
い
う
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
が

先
行
し
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
人
集
団
罪
責
論
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
東

部
領
土
喪
失
を
Ｎ
Ｓ
体
制
の
侵
略
に
対
す
る
当
然
の
報
い
と
す
る
道
義
的
相
殺
論
が

あ
っ
た
。
よ
っ
て
輝
か
し
い
営
み
と
さ
れ
た
欧
州
統
合
の
叙
述
に
、
被
追
放
民
同
盟

が
出
て
こ
な
い
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
白
黒
図
式
は
、
ブ
ラ
ン

ト
政
権
の
新
東
方
政
策
の
帰
結
と
し
て
拡
大
し
、
最
近
の
研
究
に
も
痕
跡
を
残
し
て

い
る）

6
（

。

　
さ
て
筆
者
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
二
六・二
七
日
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
行
わ
れ

た
「
ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ
人
大
会
」
を
見
学
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
に
は
敗
戦
時
、

「
ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ
人
」
と
総
称
さ
れ
た
ド
イ
ツ
系
住
民
が
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
か
ら
多
く
流
入
し
、
近
年
で
は
当
事
者
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
（
Ｓ
Ｄ
Ｊ
）
が
ア

ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
か
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
毎
年
聖
霊
降
臨
祭
に
ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ

人
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
同
大
会
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
の
支
援
を
受
け
、
バ
イ

エ
ル
ン
首
相
ホ
ル
ス
ト
・
ゼ
ー
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）、
労
働
・
社
会
秩
序
・
家

族
・
女
性
大
臣
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
ハ
ー
デ
ル
ト
ハ
ウ
ア
ー
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）、
バ
イ
エ

ル
ン
の
司
教
た
ち
も
臨
席
し
、
州
の
公
式
行
事
の
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ

ン
の
連
邦
政
府
か
ら
も
連
邦
内
務
省
政
務
次
官
ク
リ
ス
ト
フ
・
ベ
ル
ク
ナ
ー
が
祝
辞

を
持
参
し
、
会
場
に
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
ブ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
広
大
な
ホ
ー
ル
に
は
、
民
俗

衣
装
を
着
た
人
々
が
ズ
デ
ー
テ
ン
各
地
域
の
旗
を
掲
げ
て
入
場
し
て
き
た
。
そ
の
模

様
は
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
テ
レ
ビ
で
一
部
放
送
さ
れ
、
幹
部
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
も
流
れ

た
。
五
◯
代
ほ
ど
の
あ
る
男
性
参
加
者
に
よ
れ
ば
、
昔
は
今
以
上
に
多
く
の
人
を
集

め
、
領
土
恢
復
の
要
求
な
ど
も
提
起
さ
れ
た
が
、
最
近
で
は
追
放
を
体
験
し
た
世
代

も
減
り
、
よ
り
平
和
友
好
的
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
る
、
た
だ
参
加
者
は
、
故
郷
を

追
放
さ
れ
た
痛
み
を
分
か
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　
ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ
人
大
会
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
欧
州
統
合
へ
の
期
待
が

盛
ん
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
い
ま
の
ド
イ
ツ
で
欧
州
統
合
を
謳
歌
す
る
の

は
日
常
茶
飯
事
だ
と
は
い
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
団
体
で
そ
れ
が
聞
か
れ
る
と
い
う

の
は
、
一
般
に
は
意
外
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
大
会
で
は
、
冷
戦
終
焉
や
Ｅ
Ｕ

東
方
拡
大
で
ド
イ
ツ
人
難
民
も
か
つ
て
の
故
郷
を
訪
問
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
チ
ェ

キ
ア
系
現
住
民
と
の
交
流
も
進
ん
で
い
る
と
し
て
、
そ
の
映
像
が
流
さ
れ
た
。
筆
者

は
こ
う
し
た
光
景
を
見
て
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
と
欧
州
統
合
と
の
関
係
を
問
う
と
い

う
課
題
設
定
を
思
い
つ
い
た
。

こ
こ
で
筆
者
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
マ
リ
ア
・
チ
ャ
ヤ
と
い
う
婦
人
に
出
会
っ

た
。
ブ
ラ
ン
ト
新
東
方
政
策
の
雄
弁
な
批
判
者
だ
っ
た
被
追
放
民
同
盟
議
長
、
西
独

政
治
家
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
ヤ
の
娘
で
あ
る）

7
（

。
チ
ャ
ヤ
の
著
作
に
は
一
九
六
〇
年
代

以
降
の
発
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
欧
州
統
合
の
話
題
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
チ
ャ
ヤ
や
そ
の
後
継
者
の
軌
跡
を
辿
り
、
ド
イ

ツ
難
民
運
動
が
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
論
拠
と
し
て
い
か
に
用
い
た
か
を
見
て

い
く
こ
と
に
す
る）

8
（

。
 　

　

  　
２　

エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
領
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
か
ら
の
出
発

　　
一
九
一
四
年
一
一
月
五
日
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
ヤ
は
エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
領
シ
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ヤ
ゲ
ウ
ォ
大
学
で
ド
イ
ツ
学
、
歴
史
学
、
哲
学
を
学
ん
だ
。
当
初
の
研
究
課
題
は
ア

ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
及
び
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
だ
っ
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

に
お
け
る
ド
イ
ツ
系
住
民
保
護
を
意
識
し
て
い
た
チ
ャ
ヤ
は
、
教
育
学
部
で
地
元
文

筆
家
を
扱
っ
た
論
文
「
パ
ウ
ル
・
ラ
マ
チ
ュ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ネ
ミ
ュ
ン
デ
―
―

テ
ッ
シ
ェ
ン
地
区
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
文
学
史
に
関
す
る
論
考
」
を
書
き
、
修
士
号

及
び
教
員
国
家
免
許
を
取
得
し
た
。
彼
は
こ
の
頃
、「
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
教
人
民

党
」（
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
人
民
党
の
後
身
）
に
参
加
し
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派

の
立
場
か
ら
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
に
反
対
し
、
身
分
制
・
職
能
制
国
家
を
志
向
し
た）
11
（

。

　
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
、
チ
ャ
ヤ
は
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
で
博
士
論
文
の

準
備
を
し
た
。
彼
は
、
折
り
か
ら
の
独
波
文
化
交
流
の
枠
内
で
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に

通
学
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
関
係
団
体
の
推
薦
が
な
い
た
め
拒
否
さ

れ
た
。
彼
は
ヴ
ィ
ー
ン
で
カ
ト
リ
ッ
ク
系
学
術
サ
ー
ク
ル
「
ロ
ゴ
ス
」
に
、
ま
た
非

Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
系
の
ド
イ
ツ
系
少
数
派
支
援
団
体
「
欧
州
の
国
民
的
充
足
の
た
め
の
ド

イ
ツ
連
盟
ヴ
ィ
ー
ン
支
部
」
に
参
加
し
た
。
だ
が
一
九
三
八
年
の
独
墺
合
邦
で
両
団

体
と
も
解
散
と
な
り
、
彼
は
一
九
三
九
年
五
月
二
日
、
帰
還
し
た
ク
ラ
ク
フ
大
学
で

博
士
号
を
取
得
し
た
（
論
題
「
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
の
自
律
的
人
間
の
た
め

の
闘
い
」）。
博
士
号
指
導
教
官
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
ド
イ
ツ
学
者
の
ア
ダ
ム
・
ク
レ
チ

コ
フ
ス
キ
教
授
で
あ
る
。
の
ち
彼
は
、
ガ
リ
ツ
ィ
ア
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
教
師
を
し

た
り
、
ク
ラ
ク
フ
大
学
で
助
手
（
ド
イ
ツ
学
）
を
し
た
り
し
て
、
教
授
資
格
論
文
の

準
備
に
入
っ
た）
12
（

。

　
だ
が
一
九
三
九
年
九
月
、
大
ド
イ
ツ
帝
国
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
は
ポ
ー
ラ
ン
ド

を
分
割
占
領
し
、
チ
ャ
ヤ
の
居
住
地
は
前
者
に
編
入
さ
れ
た
。
大
学
は
閉
鎖
さ
れ
、

教
官
た
ち
は
逮
捕
さ
れ
た
。
一
九
四
〇
年
、
チ
ャ
ヤ
は
ザ
コ
パ
ネ
の
ド
イ
ツ
系
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
の
補
助
教
員
と
な
り
、
更
に
一
九
四
一
年
に
プ
シ
ェ
ミ
シ
ル
に
転
任
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
彼
は
一
九
四
一
年
頃
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
救

ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
（
正
式
名
称
は
「
オ
ー
バ
ー
・
ニ
ー
ダ
ー
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
公
国
」

で
、
首
都
は
ト
ロ
ッ
パ
ウ
）
の
一
都
市
テ
ッ
シ
ェ
ン
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
チ
ェ
シ

ン
、
チ
ェ
キ
ア
語
で
チ
ェ
ス
キ
ー
・
チ
ェ
シ
ー
ン
）
で
生
ま
れ
た
。
チ
ャ
ヤ
家
は
、

家
名
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
風
だ
が
、
ド
イ
ツ
系
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
自
己
認
識
を
有
し
て

い
た
。
父
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ク
レ
メ
ン
ス
・
チ
ャ
ヤ
は
ス
コ
チ
ャ
ウ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

で
ス
コ
チ
ュ
フ
、
チ
ェ
キ
ア
語
で
ス
コ
チ
ョ
フ
）
で
公
証
人
を
し
て
お
り
、
事
務
所

で
は
ド
イ
ツ
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
チ
ェ
キ
ア
語
を
用
い
、
印
鑑
も
三
言
語
だ
っ

た
。
ア
ル
ベ
ル
ト
は
一
九
三
二
年
に
失
明
の
た
め
失
職
し
、
家
族
は
困
窮
す
る
こ
と

に
な
る
。
母
ア
ロ
イ
ジ
ア
は
旧
姓
を
ス
メ
カ
ル
と
い
う
。
第
一
次
世
界
戦
争
後
に
ポ

ー
ラ
ン
ド
・
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
旧
墺
領
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ

ン
は
両
国
で
分
割
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
家
は
墺
国
籍
を
喪
失
し
、
民
族

帰
属
は
ド
イ
ツ
人
、
国
籍
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
な
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
で
は
、
ド
イ
ツ
系
少
数
派
の
権
利
は
脅
か
さ
れ
て
い
た
が
、
父
ア
ル
ベ
ル

ト
は
ス
コ
チ
ャ
ウ
で
全
住
民
の
四
分
の
一
を
占
め
る
ド
イ
ツ
系
住
民
の
代
表
者
を
務

め
た）

9
（

。

　
チ
ャ
ヤ
は
故
郷
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
と
ド
イ
ツ
系
少
数
派
と
の
対
立
を
目
の
当

た
り
に
し
た
。
彼
は
ス
コ
チ
ャ
ウ
の
ド
イ
ツ
系
小
学
校
に
通
学
後
、
ビ
ー
リ
ツ
の
国

立
ド
イ
ツ
系
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
通
学
し
た
。
こ
の
学
校
は
、
東
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン

で
唯
一
の
ド
イ
ツ
語
系
学
校
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
は
第
一
外
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

た
。
チ
ャ
ヤ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教

徒
が
共
存
し
、
ド
イ
ツ
人
の
校
長
は
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ

Ｐ
）
の
批
判
者
だ
っ
た
。
た
だ
こ
の
学
校
は
、
政
府
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
化
政
策
に
晒
さ

れ
て
い
た
。
チ
ャ
ヤ
は
一
九
三
三
年
、
こ
の
学
校
で
大
学
入
学
資
格
を
独
波
両
言
語

で
取
得
し
た）
10
（

。

　
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
、
チ
ャ
ヤ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
の
ク
ラ
ク
フ
・
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済
を
図
っ
た
と
告
発
さ
れ
、
叛
逆
罪
の
嫌
疑
で
収
監
さ
れ
た
。
彼
は
叛
逆
罪
に
な
る

の
を
回
避
す
る
た
め
に
国
防
軍
へ
の
志
願
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
一
九
四
二
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま
で
東
部
戦
線
に
出
征
す
る
が
、
重
傷
を
負
っ
て
右
目
を
喪
失
し
た
。

一
九
四
五
年
、
彼
は
ハ
ル
ツ
地
方
の
野
戦
病
院
に
い
る
と
こ
ろ
を
米
軍
の
俘
虜
と
な

り
、
米
俘
虜
収
容
所
に
収
監
さ
れ
た）
13
（

。

　
一
九
四
五
年
秋
、
チ
ャ
ヤ
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
に
戻
っ
た
が
、
そ
こ
で
直
面
し
た

の
は
、
ド
イ
ツ
の
侵
攻
・
占
領
を
経
て
一
層
激
し
さ
を
増
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に

よ
る
ド
イ
ツ
系
少
数
派
住
民
へ
の
攻
撃
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
は
ク
ラ
ク
フ
大
学
で
ク

レ
チ
コ
フ
ス
キ
教
授
に
よ
り
後
任
に
指
名
さ
れ
た
が
、
教
授
就
任
の
た
め
に
は
ポ
ー

ラ
ン
ド
国
籍
を
選
択
す
る
と
の
宣
言
が
形
式
上
必
要
で
、
チ
ャ
ヤ
は
こ
れ
を
拒
否
し

た
。
一
九
四
六
年
、
チ
ャ
ヤ
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
こ
の
時
、
両
親
は
現
地
に
留
ま
っ
た
が
、
間
も
な
く
母
は
ド
イ
ツ
人
と
し
て
テ

ッ
シ
ェ
ン
で
拘
禁
さ
れ
、
釈
放
後
ス
コ
チ
ャ
ウ
で
死
去
し
た
。
父
も
ス
コ
チ
ャ
ウ
で

死
去
し
た）
14
（

。

       　
　
３　

米
ソ
冷
戦
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　

―
―
欧
州
の
名
に
お
け
る
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
攻
勢
―
―

　   

ド
イ
ツ
東
部
の
喪
失
は
、
残
部
ド
イ
ツ
の
東
西
分
断
と
同
じ
く
、
米
ソ
冷
戦
の

産
物
で
あ
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
親
ソ
政
府
（
ル
ブ
リ
ン
政
府
）

は
、
ド
イ
ツ
東
部
を
分
割
占
領
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
ド
イ
ツ
東
部
を
獲
得
し
た
の

は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
カ
ー
ゾ
ン
線
以
東
の
広
大
な
領
土
を
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
割
譲
す

る
の
に
伴
う
補
償
の
た
め
だ
っ
た
。
米
英
は
、
オ
ー
デ
ル
川
ま
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

西
漸
に
は
同
意
し
た
が
、
予
想
さ
れ
る
強
制
移
住
者
が
多
く
な
る
こ
と
を
理
由
に
、

ナ
イ
セ
川
ま
で
の
西
漸
に
は
難
色
を
示
し
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
の
侵
攻
に
際
し
、

戦
火
を
避
け
る
ド
イ
ツ
人
避
難
民
が
発
生
し
、
戦
闘
終
結
で
彼
ら
の
一
部
は
帰
郷
し

よ
う
と
し
た
が
、
占
領
す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
兵
士
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
よ
る
ド
イ
ツ

系
住
民
へ
の
迫
害
あ
る
い
は
強
制
移
住
措
置
に
よ
っ
て
、（
再
び
）
故
郷
を
離
れ
て

ド
イ
ツ
中
部
・
西
部
を
目
指
す
難
民
が
発
生
し
た
。
米
英
は
そ
の
後
も
、
オ
ー
デ

ル=

ナ
イ
セ
線
が
暫
定
国
境
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
、
そ
の
改
定
論
を
提

起
し
た
。
冷
戦
が
激
化
す
る
中
で
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
る
「
行
政
」

（adm
inistration

）
は
既
成
事
実
化
し
、
事
実
上
の
領
有
に
な
っ
て
い
っ
た）
15
（

。

　
故
郷
を
追
わ
れ
た
数
百
万
の
ド
イ
ツ
人
難
民
に
は
多
数
の
死
者
が
出
た
が
、

生
き
残
っ
た
者
は
残
部
ド
イ
ツ
に
辿
り
つ
い
た
。
残
部
ド
イ
ツ
の
住
民
は
難
民

支
援
に
乗
り
出
し
た
が
、
難
民
側
に
は
自
分
た
ち
は
先
住
民
か
ら
冷
遇
さ
れ
て

い
る
と
い
う
「
冷
た
い
故
郷
」
論
が
絶
え
な
か
っ
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
占
領
地
区
、

の
ち
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
は
、
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
を
公
に
取
り
上
げ
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
、
ド
イ
ツ
人
難
民
は
組
織
化
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
当
初
は
「
移

住
者
」（U

m
siedler

）
と
い
う
（
事
務
的
な
）
表
現
が
導
入
さ
れ
た
が
、
や
が
て

こ
れ
も
使
用
が
停
止
さ
れ
た）
16
（

。
米
英
仏
占
領
地
区
で
も
当
初
ド
イ
ツ
人
難
民
の
組

織
化
が
公
式
に
は
禁
止
さ
れ
、
一
九
四
六
年
一
月
一
日
に
は
米
軍
が
「
被
追
放

民
」（Vertriebene

）
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
も
可
能
な
限
り
回
避
す
る
よ
う
指
示

を
出
し
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
成
立
後
の
一
九
五
〇
年
に
指
示
が
解
除

さ
れ
、
難
民
の
組
織
化
が
本
格
化
し
た
。
一
九
五
〇
年
八
月
五
日
、
難
民
諸
団
体

が
バ
ー
ト
・
カ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
一
堂
に
会
し
、「
ド
イ
ツ
人
故
郷
被
追
放
民
の
憲

章
」（C

harta der deutschen H
eim

atvertriebenen

：
以
下
「
被
追
放
民
憲
章
」）
を

採
択
し
た
。
一
九
五
二
年
に
は
「
負
担
調
整
法
」
が
、
一
九
五
三
年
に
は
「
連
邦

被
追
放
民
法
」（B

undesvertriebenengesetz

）
が
成
立
し
た
。
一
九
五
七
年
、「
同

郷
団
連
盟
」（Verband der Landsm

annschaften

）
と
「
ド
イ
ツ
被
追
放
民
同
盟
」

（B
und der Vertriebenen D

eutschen

）
と
が
合
併
し
て
、
今
日
の
「
被
追
放
民
同
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一
九
四
七
年
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
と
な
っ
た
（
だ
が
ド
イ
ツ
人
難
民
を
糾
合
し
た
政

党
「
故
郷
被
追
放
者
・
権
利
被
剝
奪
者
同
盟
」（
Ｂ
Ｈ
Ｅ
）
へ
の
勧
誘
は
断
り
続
け

た
）。
同
年
か
ら
一
九
五
三
年
ま
で
、
彼
は
難
民
代
表
枠
で
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト

市
議
会
議
員
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
を
務
め
た
。
彼
は
ま
た
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
内
被
追
放
民
連
盟
及
び

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
・
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
人
同
郷
団
の
創
設
に
従
事
し

た
。
そ
し
て
一
九
五
三
年
、
彼
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
師
を
辞
め
て
ド
イ
ツ
連
邦
議
会

議
員
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
と
な
り
、
一
九
九
〇
年
ま
で
務
め
た）
20
（

。

チ
ャ
ヤ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
家
と
し
て
も
活
動
し
た
。
彼
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ

ル
ト
で
文
筆
家
イ
ダ
・
フ
リ
ー
デ
リ
ケ
・
ゲ
レ
ス
の
講
演
を
聴
い
た
。
こ
の
人
物

は
、
汎
欧
州
運
動
の
指
導
者
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ=

カ
レ
ル
ギ
伯
爵

の
実
妹
（
青
山
光
子
の
第
六
子
）
で
あ
る
。
こ
の
講
演
を
機
に
、
チ
ャ
ヤ
が
欧
州
統

合
思
想
に
触
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
一
九
四
八
年
、
チ
ャ
ヤ
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
出
身
の
エ
ー
フ
ァ
＝
マ
リ
ア
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
と
結
婚
し
た
が
、
義
父
は
元
中
央

党
活
動
家
で
、
ゲ
ル
デ
ラ
ー
派
の
反
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
抵
抗
家
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年

一
一
月
に
は
、
チ
ャ
ヤ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
中
央
委
員
会
に
選
出
さ
れ
、
二
◯
年
間

属
し
た）
21
（

。

　
連
邦
議
会
議
員
チ
ャ
ヤ
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
補
佐
司
教
（
の
ち
同
司
教
）
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
テ
ン
フ
ム
ベ
ル
ク
の
要
請
で
、
一
九
六
八
年
に
講
演
「
我
々
の
中
欧
の
隣
人
た

ち
と
の
関
係
」
を
行
っ
た
。
場
所
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ベ
ー
ラ
ー
館
（
首
都
ボ
ン
）

で
、
議
員
や
高
級
官
僚
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
講
演
は
、
翌
年
に
小
冊
子
『
東
欧
と
の

調
整
―
―
一
つ
の
欧
州
平
和
秩
序
の
試
み
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
チ
ャ
ヤ
が

被
追
放
民
同
盟
議
長
に
な
る
以
前
の
考
え
を
述
べ
た
こ
の
講
演
は
、
自
国
民
へ
の
愛

と
共
通
善
の
追
求
と
を
両
立
さ
せ
、
イ
レ
デ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
連
鎖
を
止
め
よ
う
と
す

る
、
思
弁
的
な
性
格
の
強
い
も
の
だ
っ
た）
22
（

。

チ
ャ
ヤ
は
難
民
運
動
の
定
石
に
則
り
、「
故
郷
へ
の
権
利
」
を
主
張
し
た
。
つ
ま

盟
」（B

und der Vertriebenen

）
が
誕
生
し
た
。
当
時
は
難
民
支
援
に
連
邦
議
会
の

全
政
党
が
賛
同
し
、
エ
ー
リ
ヒ
・
オ
レ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ヴ
ィ
リ
ー･

ブ
ラ
ン
ト
、
ヘ

ル
ベ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ー
ナ
ー
な
ど
Ｓ
Ｐ
Ｄ
指
導
者
も
支
援
者
に
名
を
連
ね
て
い
た）
17
（

。

　
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
当
初
か
ら
欧
州
統
合
を
訴
え
て
い
た
。「
被
追
放
民
憲
章
」

第
二
条
曰
く
「
諸
民
族
が
恐
怖
や
強
制
な
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
統
一
さ
れ
た
欧
州

の
創
設
に
向
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
出
発
を
、
我
々
は
全
力
で
支
援
す
る）
18
（

」。
ド
イ
ツ

難
民
運
動
、
欧
州
統
合
運
動
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
資
本
主
義
＝
自
由
主
義
圏
か

ら
社
会
主
義
圏
の
人
権
侵
害
を
告
発
し
、
輝
け
る
「
欧
州
」、「
西
洋
」
の
錦
旗
の
下

に
、（
西
欧
に
中
心
を
置
く
）
統
一
勢
力
圏
の
構
築
を
目
指
す
と
い
う
反
東
方
・
反

共
の
目
標
に
関
し
て
は
、
連
帯
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
圏
が
ド
イ
ツ
難
民
運
動
や
欧
州
統
合
運
動
に
否
定
的
評
価
を
下
し
た

の
は
当
然
だ
っ
た
。
東
独
「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
所
」
の
資
料
集
『
西
独
に
お
け
る

同
郷
団
の
報
復
主
義
―
―
帝
国
主
義
的
支
配
体
制
に
お
け
る
そ
の
歴
史
及
び
役
割
に

つ
い
て
』
は
ド
イ
ツ
人
難
民
運
動
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
や
大
貴
族
の
残
党
が

「
教
権
主
義
」
勢
力
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
、「
反
ヒ
ト
ラ
ー
連
合
」
か
ら
「
離
反
」
し

た
「
ア
ン
グ
ロ=

ア
メ
リ
カ
人
」
ら
西
欧
勢
力
と
結
託
し
た
、「
西
独
帝
国
主
義
」、

「
西
独
報
復
主
義
」、「
反
共
主
義
」
の
表
現
だ
と
し
て
い
る
。
社
会
主
義
圏
で
は
、

「
罪
責
」
云
々
の
道
徳
論
で
は
な
く
、「
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
」
の
東
方
へ
の
「
膨
張
の

衝
動
」
へ
の
「
領
土
的
予
防
措
置
」
と
し
て
、
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
が
肯
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
西
独
の
西
欧
統
合
政
策
も
帝
国
主
義
政
策
の
一
種
と
し

て
解
釈
さ
れ
、「
独
仏
友
好
」、「
欧
州
的
共
通
性
」
へ
の
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
支
持

が
警
戒
さ
れ
て
い
た）
19
（

。

さ
て
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
第
二
の
人
生
を
始
め
た
チ
ャ
ヤ
は
、
一
九
四
六

年
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
師
に
な
る
と
同
時
に
、
難
民
代
表
と
し
て
政
治
活
動
を
始

め
、
住
宅
供
給
問
題
で
活
躍
し
た
。
彼
は
ま
ず
ユ
ン
ゲ
・
ウ
ニ
オ
ン
に
加
入
し
、
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り
「
欧
州
人
権
条
約
」、「
世
界
人
権
宣
言
」
な
ど
を
援
用
し
つ
つ
、
彼
は
何
人
も
自

分
の
故
郷
を
追
わ
れ
な
い
権
利
が
あ
る
と
す
る
。
国
境
は
国
家
間
の
条
約
で
変
更
で

き
て
も
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
ま
で
追
い
払
う
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ヤ
が
「
追
放
」
を
「
不
正
」
と
断
ず
る
の
は
、
こ
の
「
故
郷
へ

の
権
利
」
論
に
立
脚
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ヤ
は
、
過
剰
で
不
健
康
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
一
八
世
紀
末
か
ら
の
も
の
だ

と
し
、
国
民
国
家
原
則
に
よ
る
だ
け
で
は
問
題
が
解
決
し
な
い
と
し
て
、
複
数
民
族

が
混
住
す
る
周
辺
地
域
を
「
欧
州
化
」、「
国
際
化
」
し
、
欧
州
統
一
の
司
法
手
続
で

民
族
紛
争
の
解
決
を
進
め
る
べ
き
だ
と
し
た
。「
欧
州
化
」
と
は
、
個
々
の
国
民
国

家
の
管
理
か
ら
切
り
離
し
、
超
国
家
的
な
管
理
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
ら
し
い
が
、

制
度
的
な
し
く
み
は
未
定
だ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
は
ま
た
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ー
ナ
ー

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
が
提
唱
し
、
ラ
イ
ナ
ー
・
バ
ル
ツ
ェ
ル
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
も
支
持
し
た
「
欧

州
民
族
集
団
権
」
論
を
支
持
し
、
国
籍
に
拘
ら
ず
民
族
集
団
に
は
自
決
権
を
与
え
る

べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
チ
ャ
ヤ
の
議
論
で
は
、
自
決
の
権
利
は
個
人
及
び
民

族
が
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
チ
ャ
ヤ
は
、「
欧
州
」
と
い
う
枠
組
で
諸
民
族
が
団
結
す
る
べ
き
だ
と
し
た
。
彼

は
「
欧
州
」
を
「
連
邦
制
的
」
構
造
、「
補
完
性
原
則
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
、

個
々
の
民
族
を
「
自
然
法
」
が
上
か
ら
支
配
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
懐
い
て
い

た
。
彼
は
、
欧
州
諸
国
民
の
団
結
を
強
め
る
べ
き
と
し
、
共
同
の
外
交
・
軍
事
政
策

を
も
提
案
し
て
い
た
。
こ
れ
は
（
特
に
再
統
一
し
た
）
ド
イ
ツ
が
周
辺
国
の
脅
威
と

認
識
さ
れ
な
い
た
め
で
、
東
方
政
策
も
西
欧
共
通
で
攻
撃
的
で
な
い
も
の
を
遂
行
す

べ
き
と
提
案
し
て
い
た
。

チ
ャ
ヤ
は
、
主
に
ド
イ
ツ
と
東
中
欧
諸
国
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
と
の
和
解
を
考
え
た
。
彼
は
、
通
商
・

財
政
支
援
・
文
化
交
流
・
技
術
支
援
・
人
権
意
識
強
化
に
よ
り
、
東
中
欧
諸
国
と
の

対
立
状
況
を
好
転
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
エ
ゴ
ン
・
バ
ー
ル
が
東
西
ド
イ
ツ
関

係
に
つ
い
て
述
べ
た
「
接
近
に
よ
る
変
化
」
に
類
す
る
発
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

チ
ャ
ヤ
は
元
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
者
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
主
義
体
制
下
の
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
行
方
を
憂
慮
し
、
一
九
五
九
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
で
、
ま
た

一
九
六
四
年
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
中
央
委
員
会
の
人
々
を
前

に
、
こ
の
件
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る）
23
（

。
な
お
チ
ャ
ヤ
は
、
ド
イ
ツ
が
西
ス
ラ

ヴ
の
隣
国
と
連
帯
し
て
ロ
シ
ヤ
に
対
峙
す
る
と
い
う
構
図
を
想
定
し
て
い
る
が
、
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
と
対
決
す
る
つ
も
り
で
は
な
く
、
そ
の
東
欧
支
配
が
続
く
と
い
う
前
提
で

実
現
可
能
な
こ
と
を
構
想
す
る
と
い
う
方
針
だ
っ
た
。

チ
ャ
ヤ
は
、
ド
イ
ツ
側
の
犯
し
た
政
治
的
過
ち
を
認
め
る
が
、
自
分
た
ち
が
受

け
た
「
不
正
」
の
強
調
に
関
心
が
偏
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
チ
ャ
ヤ
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
残
虐
性
の
あ
と
で
、
ド
イ
ツ
人
は
隣
国
に
政
治
的
義
務
が
あ
る
と

は
す
る
が
、
道
義
的
責
任
が
あ
る
と
は
見
な
い
。
責
任
論
に
関
し
て
は
、
チ
ャ
ヤ
は

個
人
の
「
個
別
罪
責
」
を
問
う
立
場
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
「
集
団
罪
責
」
と
い

う
発
想
は
否
定
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
行
す
る
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｓ
体
制
の
不
正
が
、

ド
イ
ツ
人
難
民
追
放
の
不
正
を
相
殺
す
る
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
罰
と
し
て
、
追
放
と

東
西
分
断
が
課
さ
れ
た
と
い
う
類
の
議
論
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
追
放
さ
れ
た

ド
イ
ツ
東
部
の
住
民
が
、
ド
イ
ツ
人
の
中
で
特
別
に
Ｎ
Ｓ
体
制
に
責
任
が
あ
っ
た
訳

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
諸
悪
の
根
源
を
ド
イ
ツ
が
生
ん
だ
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を

ド
イ
ツ
人
全
員
が
将
来
に
亙
っ
て
負
う
と
す
る
「
過
去
の
克
服
」
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
自
民
族
へ
の
愛
を
捨
て
な
い
チ
ャ
ヤ
の
「
不
正
」
論
は
、
自
己
批
判
が
足
り
な

い
と
言
わ
れ
る
可
能
性
は
十
分
あ
っ
た
。
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要
求
は
、
米
英
仏
の
宣
言
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
頼
み
の
ア
メ
リ
カ
が
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
と
の
平
和
共
存
を
優
先
す
る
中
で
、
運
動
は
立
つ
瀬
を
失
っ
た
。
ド
イ

ツ
と
Ｎ
Ｓ
体
制
と
を
同
視
す
る
ヴ
ァ
ン
シ
ッ
タ
ー
ト
主
義
を
非
難
し
、
ド
イ
ツ
の

領
土
分
断
を
恐
れ
、
エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
の
帰
属
を
も
住
民
投
票
次
第
と
考
え
て
い

た
ブ
ラ
ン
ト
は
、（
西
）
ベ
ル
リ
ン
市
長
時
代
に
も
な
お
「
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
人
大

会
」（
一
九
六
一
年
）
で
、
宰
相
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
を
差
し
置
い
て
そ
の
青
年
団
の
先

頭
で
行
進
し
、
一
九
六
三
年
に
は
「
裏
切
り
と
し
て
の
断
念
」
と
い
う
文
句
を
含
む

Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
難
民
運
動
へ
の
挨
拶
に
署
名
し
て
い
た
が
、
一
九
六
八
年
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
で
転
換
演
説
を
行
っ
て
、
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
承
認
を
党

の
方
針
に
し
た）
24
（

。
ブ
ラ
ン
ト
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
ゲ
ッ
ト
ー
蜂
起
記
念
碑
前
で
行
っ
た

土
下
座
は
、
ド
イ
ツ
人
集
団
罪
責
論
を
再
燃
さ
せ
、
ド
イ
ツ
人
を
「
過
去
」
を
反
省

し
て
い
る
善
人
と
反
省
し
て
い
な
い
悪
人
と
で
区
別
す
る
と
い
う
思
考
法
を
普
及
さ

せ
た
。
こ
れ
ま
で
難
民
運
動
を
支
援
し
て
き
た
主
要
政
党
は
、
徐
々
に
援
助
を
渋

る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
脱
連
帯
化
」（Entsolidarisierung

）
の
潮
流
で
あ

る）
25
（

。
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
、
ド
イ
ツ
の
「
過
去
」
を
反
省
し
て
お
ら
ず
、
自
分
た
ち

の
被
害
ば
か
り
を
強
調
し
、
東
部
領
土
喪
失
を
受
け
入
れ
な
い
勢
力
と
し
て
、
逆

に
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
。
雑
誌
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
で
は
、「
職
業
的
被
追
放
者
」

（B
erufs-Vertriebene

）、
つ
ま
り
被
追
放
者
で
あ
る
こ
と
を
飯
の
タ
ネ
に
す
る
い
か

が
わ
し
い
連
中
と
い
う
表
現
が
、
被
追
放
民
同
盟
幹
部
を
揶
揄
す
る
言
葉
と
し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
他
に
も
「
職
業
的
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
人
」、「
職
業
的
難

民
」
な
ど
の
表
現
も
登
場
し
た）
26
（

）。
彼
ら
の
話
題
が
西
独
の
公
共
の
記
憶
か
ら
押
し

出
さ
れ
る
現
象
、
い
わ
ば
「
被
追
放
民
の
追
放
」（Vertreibung der Vertriebenen

）

が
、「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
構
築
（
一
九
六
一
年
）
の
頃
か
ら
言
論
界
で
始
ま
っ
た
。

当
時
は
ま
だ
忘
却
に
対
抗
す
る
難
民
運
動
側
の
活
動
も
あ
り
、
各
政
党
も
そ
れ
を
支

持
し
て
い
た
が
、
一
九
六
九
年
の
政
権
交
代
で
「
被
追
放
民
の
追
放
」
は
本
格
化

　
　
　
　
４　

緊
張
緩
和
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　

―
―
「
脱
連
帯
化
」
に
よ
る
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
孤
立
―
―

   

ヴ
ィ
リ
ー
・
ブ
ラ
ン
ト
政
権
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
の
新
東
方
政
策
は
、
日
本
の

中
華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
樹
立
と
同
じ
く
、
米
ソ
緊
張
緩
和
の
産
物
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
主
導
の
自
由
主
義
陣
営
に
与
し
た
日
本
や
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
は
、
ア
メ

リ
カ
が
決
め
た
社
会
主
義
圏
と
の
融
和
の
流
れ
に
従
う
他
は
な
か
っ
た
。
米
ソ
緊
張

緩
和
と
は
二
つ
の
側
面
を
持
つ
現
象
で
あ
る
。
一
方
で
そ
れ
は
、
地
球
を
破
滅
さ
せ

ら
れ
る
ほ
ど
の
核
兵
器
を
保
有
す
る
自
由
主
義
・
社
会
主
義
両
陣
営
が
、
人
類
の
生

存
と
い
う
共
通
の
利
益
を
見
据
え
て
平
和
共
存
を
図
る
試
み
で
あ
っ
た
。
他
方
で
そ

れ
は
、
両
陣
営
の
共
存
を
優
先
す
る
余
り
、
そ
れ
ま
で
指
摘
し
合
っ
て
い
た
互
い
の

問
題
点
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
緊
張
緩
和
の
政
策
が
、
多
数
者
の

平
和
共
存
の
た
め
に
、
抑
圧
さ
れ
た
少
数
者
を
見
捨
て
た
と
い
う
面
は
否
定
で
き
な

い
。
東
欧
諸
国
で
の
人
権
侵
害
を
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
西
欧
諸
国
は
、
緊
張
緩
和

に
伴
い
、
声
高
な
批
判
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
欧
の
進
歩
派
言
論
人
に
も
、

容
共
的
な
態
度
が
目
立
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
教
条
的
に
で
な
く
と
も
、
マ
ル
ク
ス
主

義
か
ら
刺
戟
を
得
て
、
保
守
派
の
社
会
主
義
批
判
に
目
を
光
ら
せ
た
。
同
じ
頃
激
化

し
て
い
た
学
生
運
動
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
や
東
欧
諸
国
の
現
状
を
肯
定
す
る
意
向

で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
自
己
流
解
釈
に
依
拠
し
、「
ア
メ
リ
カ

帝
国
主
義
」
と
戦
う
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
中
華
人
民
共
和
国
、
北
朝
鮮
を
理
想
化
し
た
。

Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
「
全
体
主
義
」
論
は
、

不
都
合
な
歴
史
認
識
と
し
て
否
定
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
国
民
社

会
主
義
と
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
不
道
徳
だ
と
し
て
禁
忌
と
な
っ
た
。

　
ブ
ラ
ン
ト
新
東
方
政
策
の
進
展
で
、
主
要
政
党
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
が
、

ド
イ
ツ
難
民
運
動
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
の
国
境
恢
復
と
い
う
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
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し
た
。
連
邦
大
統
領
を
選
出
す
る
「
連
邦
集
会
」（B

undesversam
m
lung

）
は
ベ
ル

リ
ン
の
「
東
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ホ
ー
ル
」
で
開
か
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
が
、
そ
れ
も

一
九
六
九
年
で
終
わ
り
と
な
っ
た）
27
（

。

も
と
も
と
各
党
派
に
い
た
難
民
運
動
の
活
動
家
は
、
新
東
方
政
策
を
契
機
に
Ｃ

Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
に
集
ま
っ
て
い
き
、
一
部
は
急
進
右
派
の
国
民
民
主
党
（
Ｎ
Ｐ
Ｄ
）

に
も
流
れ
、
こ
こ
で
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
保
守
派
の
策
動
だ
と
い
う
印
象
が
固
定
化

し
た
。
当
時
の
被
追
放
民
同
盟
議
長
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
レ
ー
ス
（
一
九
〇
一
年
―

一
九
七
一
年
：
東
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
）
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
連
邦
議
会
議
員
だ
っ
た
が
、

一
九
六
九
年
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
に
鞍
替
え
し
た
。
被
追
放
民
同
盟
副
議
長
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ

プ
カ
（
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
）、
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ム
ー
デ
（
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン

出
身
）、
ハ
ン
ス=

ユ
ル
ゲ
ン
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ネ
フ
ス
キ
（
東
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
）
な

ど
の
幹
部
も
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
か
ら
Ｃ
Ｄ
Ｕ
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
に
移
っ
た）
28
（

。
同
年
九
月
二
八
日
の

連
邦
議
会
選
挙
に
際
し
て
は
、
被
追
放
民
同
盟
は
「
承
認
政
党
」（
東
独
や
オ
ー
デ

ル
・
ナ
イ
セ
国
境
を
承
認
し
、
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
を
解
決
済
み
と
す
る
政
党
）
の

過
半
数
獲
得
を
阻
止
し
よ
う
と
、
候
補
者
を
審
査
す
る
活
動
を
展
開
し
た）
29
（

。
だ
が
こ

の
選
挙
で
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
が
第
一
党
を
維
持
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
第
二
党
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
、

第
三
党
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
突
如
連
合
し
て
ブ
ラ
ン
ト
政
権
を
形
成
し
、
新
東
方
政
策
に
本

腰
を
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
党
の
移
籍
に
伴
い
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ=

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
か
ら
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
に
選
挙
区
を
変
え
た
レ
ー
ス
は
、
こ
の
連
邦
議
会
選
挙

で
落
選
し
、
被
追
放
民
同
盟
は
未
曾
有
の
危
機
を
迎
え
た
。
レ
ー
ス
は
、
教
皇
パ
ウ

ル
ス
六
世
が
旧
ド
イ
ツ
領
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
区
を
完
全
に
手
中
に
入
れ
よ
う
と
す

る
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
加
担
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
で

活
躍
す
る
ド
イ
ツ
人
貴
族
の
フ
ラ
リ
ー
・
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
男
爵
を
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
に

派
遣
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
レ
ー
ス
は
連
邦
議
会
選
挙
で
の
落
選
に
伴
い
、
被
追

放
民
同
盟
議
長
と
し
て
も
引
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
任
に
は
当
初
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
新

人
連
邦
議
会
議
員
だ
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
（
ヒ
ン
タ
ー
ポ
ン

メ
ル
ン
出
身
で
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
在
住
の
実
業
家
）
が
噂
に
な
っ
た
が
、
結
局
就
任
し

た
の
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
古
株
連
邦
議
会
議
員
で
、
そ
れ
ま
で
負
担
調
整
・
住
居
問
題
の
専

門
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
チ
ャ
ヤ
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
の
選
出
に
際
し
て
、
雑
誌

『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
は
彼
が
提
唱
す
る
民
族
混
住
地
域
の
欧
州
化
構
想
を
、「
中
間
領

域
」（Zw

ischenreich

）
構
想
と
呼
ん
で
紹
介
し
た）
30
（

。

チ
ャ
ヤ
は
一
九
七
〇
年
に
被
追
放
民
同
盟
議
長
に
就
任
す
る
と
、
新
東
方
政
策

批
判
の
急
先
鋒
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
。
彼
は
同
盟
の
連
邦
集
会
で
、
同
盟
に
は
オ

ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
へ
の
拒
否
権
が
あ
る
と
し
た
。
同
国
境
問
題
は
、
直
接
影

響
を
蒙
る
被
追
放
民
の
意
向
を
無
視
し
て
は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ト

の
率
い
る
社
会
自
由
政
権
に
は
、
い
ま
最
終
的
な
こ
と
を
確
定
す
る
「
政
治
的
権

限
」
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）
31
（

。
因
み
に
チ
ャ
ヤ
の
故
郷
で
あ
る
旧
墺
領
シ
ュ
レ
ー

ジ
エ
ン
は
、
一
九
三
七
年
の
時
点
で
既
に
ド
イ
ツ
領
土
外
だ
っ
た
た
め
に
、
ド
イ
ツ

に
返
還
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い
地
域
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
チ
ャ
ヤ
個
人
は
も
う
利

害
関
係
者
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。
チ
ャ
ヤ
は
議
長
就
任
後
、『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ

ル
』
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
答
え
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
大
量
追
放
の
合
法
化
と
難
民
の

人
権
無
視
と
に
反
対
し
、
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
の
承
認
阻
止
に
あ
ら
ゆ
る
手
を

盡
す
、
調
印
し
て
も
批
准
や
そ
れ
に
伴
う
基
本
法
改
正
を
阻
止
す
る
と
述
べ
た
。
彼

は
、
自
分
た
ち
が
急
進
学
生
運
動
家
の
「
議
会
外
反
対
派
」（
Ａ
Ｐ
Ｏ
）
に
準
え
ら

れ
る
こ
と
を
嫌
い
つ
つ
も
、
西
独
の
あ
ら
ゆ
る
法
的
手
段
を
用
い
、
欧
州
共
同
体
や

連
合
国
（
Ｕ
Ｎ
）
へ
の
提
訴
も
考
え
る
と
し
た
。
チ
ャ
ヤ
は
、
同
国
境
承
認
は
ヒ
ト

ラ
ー
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
密
約
で
決
ま
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
東
部
国
境
の
画
定
（
旧
ポ
ー

ラ
ン
ド
東
部
領
の
抛
棄
）
に
も
事
実
上
連
動
す
る
の
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
の
た
め

に
も
西
独
は
そ
れ
を
承
認
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た）
32
（

。
こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

を
契
機
に
、
チ
ャ
ヤ
は
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
誌
上
で
頑
迷
な
被
追
放
民
同
盟
の
代
表
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者
と
し
て
、「
夢
想
家
」（Phantast

）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た）
33
（

。　だ
が
ブ
ラ
ン
ト
政
権
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
条
約
交
渉
を
進
め
て
い
っ
た
。
Ｃ
Ｄ

Ｕ
は
こ
の
事
態
に
困
惑
し
、
党
首
ラ
イ
ナ
ー
・
バ
ル
ツ
ェ
ル
は
こ
の
件
に
関
す
る
党

の
決
定
を
先
延
ば
し
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
指
導
的
政
治
家
カ
ー
ル
・
テ

オ
ド
ル
・
フ
ォ
ン
・
ウ
ン
ト
・
ツ
ー
・
グ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
男
爵
や
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
チ
ャ
ヤ

は
即
刻
拒
否
す
る
べ
き
だ
と
息
巻
い
た）
34
（

。
一
九
七
〇
年
一
二
月
七
日
、
西
独
が
オ
ー

デ
ル=

ナ
イ
セ
線
を
独
波
両
国
の
境
界
線
と
事
実
上
認
め
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
が

調
印
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
に
対
す
る
建
設
的
不
信
任
の
試
み
も
失
敗
し
、
被
追
放
民

同
盟
も
効
果
的
な
反
抗
が
出
来
な
い
ま
ま
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
は
一
九
七
二
年
五
月

二
七
日
に
批
准
さ
れ
た）
35
（

。
更
に
難
民
運
動
の
「
東
方
ド
イ
ツ
青
年
団
」（D

eutsche 

Jugend des O
stens

）
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
系
「
社
会
主
義
青
年
団
」
の
批
判
で
「
連
邦
青

年
団
連
盟
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
虞
が
生
じ
た
の
で
、
一
九
七
四
年
に
「
Ｄ
Ｊ
Ｏ
―
欧

州
ド
イ
ツ
青
年
団
」
と
改
称
し
、
東
方
色
を
薄
め
欧
州
色
を
強
め
る
こ
と
に
し
た）
36
（

。

被
追
放
民
同
盟
は
ド
イ
ツ
人
難
民
の
全
て
に
支
持
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ

た
。
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
出
身
だ
っ
た
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
ブ
ラ
ン
ト
を
熱
烈

に
支
持
し
て
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を
承
認
し
、
旧
ド
イ
ツ
東
部
の
文
化
財
を
中

立
的
な
財
団
に
よ
っ
て
管
理
す
る
べ
き
だ
と
し
た）
37
（

。
東
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
で
、
ハ
ン

ブ
ル
ク
の
週
間
新
聞
『
ツ
ァ
イ
ト
』
の
編
集
人
だ
っ
た
マ
リ
オ
ン
・
デ
ー
ン
ホ
フ
伯

爵
令
嬢
は
、
難
民
の
逃
避
行
や
残
留
者
へ
の
暴
力
を
赤
裸
々
に
描
き
、
名
門
貴
族
出

身
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
つ
つ
も
、
西
独
政
府
が
ド
イ
ツ
の
地
を
断
念
し
た
の
で
は
な

く
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
プ
ロ
イ
セ
ン
七
◯
◯
年
の
歴
史
を
葬
っ
た
の
だ
と
し
て
、
新
東
方

政
策
支
持
の
論
陣
を
張
っ
た）
38
（

。『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
の
企
画
し
た
ド
イ
ツ
難
民
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を
承
認
す
る
者
が
五
◯
％
と
な
り
、

反
対
は
四
八
％
に
留
ま
っ
た）
39
（

。

　
と
は
い
え
緊
張
緩
和
も
ま
た
冷
戦
の
一
局
面
で
あ
っ
た
。
バ
ー
ル
の
「
接
近
に

よ
る
変
化
」
構
想
も
、
自
由
主
義
圏
の
正
当
性
を
前
提
と
し
、
社
会
主
義
圏
を
対
等

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
は
見
な
い
「
上
か
ら
目
線
」
の
政
策
で
あ
る
。
そ
の
後
も
西
独
は

東
独
を
最
後
ま
で
主
権
国
家
と
し
て
認
め
ず
、
東
独
問
題
を
ド
イ
ツ
内
問
題
と
し
て

扱
い
、
外
務
庁
で
は
な
く
連
邦
宰
相
府
の
管
轄
事
項
と
し
、
東
ベ
ル
リ
ン
に
「
大
使

館
」
で
は
な
く
「
常
設
代
表
部
」
を
置
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
資
本
主

義
＝
自
由
主
義
圏
で
は
新
自
由
主
義
経
済
政
策
が
広
ま
り
、
社
会
主
義
圏
の
経
済
的

劣
勢
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
冷
戦
終
焉
の
機
運
が
生
ま
れ
て
き
た
。

一
九
八
二
年
に
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
政
権
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）

が
誕
生
し
た
が
、
ブ
ラ
ン
ト
新
東
方
政
策
か
ら
一
◯
年
以
上
も
経
て
、
も
は
や
オ

ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
承
認
の
既
成
事
実
を
撤
回
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
中
に
も
難
民
運
動
か
ら
距
離
を
置
く
政
治
家
が
出
始
め
る
。

一
九
八
五
年
五
月
八
日
、
連
邦
大
統
領
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ

イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
男
爵
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
は
、
終
戦
四
◯
周
年
の
講
演
「
荒
野
の
四
十
年
」

で
、
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
容
認
の
必
要
性
を
示
唆
し
た
。
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー

は
、
難
民
た
ち
が
武
力
で
の
報
復
を
抛
棄
し
た
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
も
、
ド
イ
ツ
の

侵
略
に
よ
る
被
害
を
強
調
し
、
旧
東
部
領
土
で
は
も
は
や
ド
イ
ツ
人
よ
り
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
の
墓
が
多
く
な
っ
て
い
る
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
西
方
へ
の
移
動
を
強
い
ら
れ
た

の
だ
と
し
、
現
地
に
住
み
つ
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
安
全
を
約
束
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
説
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
欧
州
平
和
の
た
め
に
は
被
追
放
民
同
盟
の
自
己
主

張
は
棚
上
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る）
40
（

。
そ
の
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ

カ
ー
に
、
チ
ャ
ヤ
は
一
九
八
九
年
一
月
一
九
日
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
き
っ
か
け

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
首
脳
の
西
独
訪
問
だ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
は
被
追
放
民
同

盟
議
長
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
改
め
て
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
の
最
終
的
承
認

を
西
独
政
府
に
迫
っ
て
い
る
の
に
危
機
感
を
募
ら
せ
、
彼
ら
を
迎
え
る
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
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ッ
カ
ー
大
統
領
に
妥
協
を
し
な
い
よ
う
念
を
押
し
た）
41
（

。
同
じ
頃
チ
ャ
ヤ
は
、
バ
ー
ル

が
「
ド
イ
ツ
問
題
を
持
ち
出
す
者
は
、
欧
州
に
と
っ
て
邪
魔
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の

に
、
連
邦
議
会
で
不
快
感
を
表
明
し
た
。
一
九
八
九
年
一
〇
月
一
二
日
、
チ
ャ
ヤ
ら

幹
部
の
署
名
の
あ
る
被
追
放
民
同
盟
の
「
ド
イ
ツ
政
策
構
想
」
は
欧
州
統
合
を
改
め

て
標
榜
し
、
統
一
市
場
や
通
貨
同
盟
を
も
提
唱
し
た
。
但
し
欧
州
共
同
体
は
国
家
連

合
で
あ
り
続
け
る
べ
き
と
し
、
そ
の
連
邦
国
家
化
に
は
な
お
距
離
を
置
い
て
い
た）
42
（

。

「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
崩
壊
は
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
立
場
を
ま
す
ま
す
悪
く
し

た
。
被
追
放
民
同
盟
と
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
連
邦
宰
相
コ
ー
ル
も
、
ド
イ
ツ
統

一
と
い
う
悲
願
の
実
現
を
前
に
、
も
は
や
実
体
を
失
っ
て
い
た
東
部
領
土
恢
復
要

求
を
取
り
下
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
ら
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
訴
え
出

て
、
平
和
条
約
締
結
ま
で
は
一
九
三
七
年
段
階
の
ド
イ
ツ
領
が
存
続
す
る
と
の
判
決

（
一
九
七
三・七
五
年
）
を
勝
ち
取
っ
て
い
た
が）
43
（

、
一
九
九
〇
年
に
西
独
は
東
独
及
び

戦
勝
四
箇
国
と
の
間
で
結
ば
れ
た
「
２
＋
４
条
約
」
で
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を

最
終
承
認
し
、
ま
た
新
領
土
加
入
に
つ
い
て
規
定
し
た
基
本
法
第
二
三
条
を
削
除
し

た
。一

九
九
六
年
、
チ
ャ
ヤ
は
ド
イ
ツ
難
民
運
動
を
回
顧
し
た
『
最
小
の
ド
イ
ツ
に

向
か
っ
て
？
―
―
被
追
放
民
と
の
連
帯
の
不
足
―
―
五
十
年
の
東
方
政
策
に
つ
い
て

の
傍
注
』
を
刊
行
し
、「
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
を
扱
う
こ
と
は
、
も
う
許
さ
れ
な
い

と
い
う
の
か
」
と
嘆
い
た
。
チ
ャ
ヤ
は
一
連
の
「
脱
連
帯
化
」
に
憤
り
、
と
り
わ
け

同
運
動
に
冷
淡
だ
っ
た
外
相
ハ
ン
ス
・
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ゲ
ン
シ
ャ
ー
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）

や
、
同
運
動
へ
の
態
度
を
変
え
た
宰
相
コ
ー
ル
、
内
相
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ョ
イ

ブ
レ
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
ら
を
批
判
し
た
。
チ
ャ
ヤ
は
欧
州
統
合
を
肯
定
す
る
立
場
だ
っ
た

が
、
Ｅ
Ｕ
は
諸
国
民
国
家
の
ま
と
ま
り
と
理
解
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
否
定
と
は
考
え
な
か
っ
た）
44
（

。
こ
れ
に
対
し
、
進
歩
派
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
・

平
和
学
者
の
オ
ッ
ト
ー=

エ
ル
ン
ス
ト
・
チ
ェ
ン
ピ
ー
ル
は
、
一
九
九
六
年
九
月

二
〇
日
に
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
』
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
書
評

で
、
チ
ャ
ヤ
を
「
悪
事
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
」（ein Lobbyist für eine schlechte Sache

）

と
呼
ん
で
危
険
視
し
た）
45
（

。
チ
ャ
ヤ
は
、
一
九
九
四
年
に
被
追
放
民
同
盟
議
長
か
ら
名

誉
議
長
へ
と
勇
退
し
て
い
た
が
、
一
九
九
七
年
に
バ
ー
ト
・
カ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
心

筋
梗
塞
の
た
め
死
去
し
た
。

       　
　
５　

冷
戦
終
焉
後
の
時
代

                 　

―
―
東
方
拡
大
し
た
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
新
展
開
―
―

ド
イ
ツ
再
統
一
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
よ
る
東
部
領
土
の
最
終
的
断
念
と
い

う
犠
牲
の
上
に
実
現
し
た
が
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
損
ば
か
り
を
し
た
訳
で
は
な
か

っ
た
。
東
部
領
土
恢
復
は
、
既
に
一
九
七
〇
年
段
階
で
実
現
不
可
能
に
な
っ
て
お

り
、
仮
に
連
邦
政
府
が
そ
れ
を
主
張
し
続
け
て
も
、
事
態
は
余
り
変
わ
ら
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
冷
戦
終
焉
は
社
会
主
義
の
自
己
崩
壊
で
実
現
し
た
こ
と
か
ら
、
緊
張
緩
和

期
か
ら
一
転
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
旧
社
会
主
義
国
に
つ
い
て
歯
に
衣
を

着
せ
な
い
批
判
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
共
存
の
た
め
の
遠
慮
は
も
は
や
不
要

に
な
り
、
東
欧
諸
国
の
抱
え
た
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
ド
イ
ツ
系
少
数
派
へ
の
抑
圧

が
公
然
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｓ
体
制
の
諸
問
題
と
同
時
に
ド
イ

ツ
系
住
民
の
追
放
が
語
ら
れ
る
と
い
う
、「
過
去
の
並
列
化
」
現
象
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
や
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
東
方
に
拡
大
し
、
プ
ー
チ
ン
や
ル
カ
シ
ェ
ン
コ
の
独

裁
が
批
判
を
浴
び
る
中
で
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
た
る
「
ロ
シ
ヤ
の
脅
威
」
論
が
、
現
代

的
装
い
で
ま
た
擡
頭
し
て
き
た
。「
ド
イ
ツ
と
東
方
」
と
い
う
視
角
は
統
一
ド
イ
ツ

の
流
行
と
な
り
、
東
欧
各
地
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
生
活
も
も
は
や
単
純
に
Ｎ
Ｓ
体

制
の
前
史
と
は
さ
れ
ず
、
中
世
に
遡
っ
て
よ
り
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
除
去
さ
れ
、
東
独
在
住
だ
っ
た
難
民
が
ド
イ
ツ
連
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邦
共
和
国
の
難
民
団
体
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
難
民
が
東
欧
各
地
の
故

郷
を
容
易
に
再
訪
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旅
行
会
社
が
企
画
し
た
懐
古
趣
味
的
な

東
方
ツ
ア
ー
が
、
ド
イ
ツ
系
旧
住
民
と
現
住
民
と
の
新
た
な
交
流
を
促
し
た
と
い
う

指
摘
も
あ
る）
46
（

。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
コ
ン
ツ
ェ
が
創
始
し
た
全
一
◯
巻
の
叢
書
『
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
東
部
に
お
け
る
ド
イ
ツ
史
』
が
中
東
欧
の
失
わ
れ
た
ド
イ
ツ
人
の
営
み
を
回
顧

し）
47
（

、
ト
ー
マ
ス
・
ウ
ル
バ
ン）
48
（

や
カ
ー
ル
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル）
49
（

と
い
っ
た
ド
イ
ツ
東
部
専

門
家
も
現
れ
た
。
更
に
冷
戦
後
、
東
方
各
地
か
ら
現
地
生
活
に
困
難
を
感
じ
た
「
ド

イ
ツ
系
」
少
数
派
が
「
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
」
と
し
て
ド
イ
ツ
に
押
し
寄
せ
た
。

一
九
一
三
年
制
定
の
「
ド
イ
ツ
帝
国
・
領
邦
国
籍
法
」
に
よ
り
、
彼
ら
は
「
民
族
ド

イ
ツ
人
」
だ
と
証
明
で
き
れ
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
独
特
の
ド
イ
ツ
語
を
話
す
、
あ
る
い
は
も
う
ド
イ
ツ
語
を
話
せ
な
い
「
ド

イ
ツ
系
」
移
民
を
ド
イ
ツ
社
会
に
統
合
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
だ
現
地
に
残
っ
て
い

る
「
ド
イ
ツ
系
」
住
民
を
支
援
す
る
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
新
し
い
関
心
事

と
な
っ
た）
50
（

。

　
さ
て
チ
ャ
ヤ
の
あ
と
被
追
放
民
同
盟
議
長
を
務
め
た
の
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
連
邦
議
会
議

員
の
フ
リ
ッ
ツ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン
（
一
九
三
三
―
二
〇
一
八
年
：
ズ
デ
ー
テ
ン
出

身
）
で
、
一
九
九
八
年
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
連
邦
議
会
議
員
エ
リ
カ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ

（
一
九
四
三
年
―
：
西
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
）
に
代
わ
っ
た
。
一
六
年
間
被
追
放
民
同

盟
を
率
い
た
議
長
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
二
〇
一
四
年
に
Ｃ
Ｓ
Ｕ
連
邦
議
会
議
員

の
ベ
ル
ン
ト
・
フ
ァ
ブ
リ
ツ
ィ
ウ
ス
（
ジ
ー
ベ
ン
ビ
ュ
ル
ゲ
ン
出
身
：
一
九
六
五
年

―
）
に
交
代
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
因
み
に
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
ハ
ー

ナ
ウ
出
身
で
「
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ=

西
プ
ロ
イ
セ
ン
帝
国
管
区
」
を
占
拠
し
た
国
防
軍
兵

士
と
ブ
レ
ー
メ
ン
出
身
の
母
と
の
子
で
、
追
放
時
ま
だ
幼
児
で
あ
り）
51
（

、
フ
ァ
ブ
リ
ツ

ィ
ウ
ス
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
を
卒
業
後
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
移
住
し
た

「
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
」
で
、
戦
争
で
追
放
さ
れ
た
経
験
が
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ブ
リ

ツ
ィ
ウ
ス
は
Ｅ
Ｕ
東
方
拡
大
に
伴
い
、
シ
ビ
ウ
（
独
ヘ
ル
マ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
）
郊
外

に
家
屋
を
買
っ
て
所
有
し
て
お
り
、
故
郷
に
再
び
根
を
張
っ
た）
52
（

。

　
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
議
長
の
下
で
、
被
追
放
民
同
盟
は
新
た
な
欧
州
戦
略
に
出

た
。「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
消
え
、
統
一
ド
イ
ツ
は
再
び
東
中
欧
諸
国
と
向
き
合
う

こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
、
中
欧
諸
国
や
バ
ル
ト
三
国
な
ど
、
ド
イ
ツ
人

が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
多
く
の
国
々
が
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
て
き
た
。
欧
州
統
合
が
新
局

面
を
迎
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
被
追
放
民
同
盟
は
一
九
九
九
年
に
「
反
追
放
セ
ン

タ
ー
」（Zentrum

 gegen Vertreibungen

）
と
い
う
新
し
い
構
想
を
打
ち
出
し
た
。

こ
れ
は
新
首
都
ベ
ル
リ
ン
で
ド
イ
ツ
人
側
の
被
害
を
表
現
す
る
施
設
だ
が
、
新
東
方

政
策
で
悪
の
権
化
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
被
追
放
民
同
盟
が
、
ド
イ
ツ
人
難
民
の
自
己

主
張
を
し
て
も
幅
広
い
支
持
は
得
ら
れ
な
い
の
で
、
欧
州
難
民
一
般
の
問
題
と
し
て

記
憶
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
従
っ
て
「
追
放
」
は
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
）。

ド
イ
ツ
人
追
放
を
欧
州
全
体
の
問
題
に
す
る
と
い
う
発
想
は
、
欧
州
統
合
の
主
張
と

同
一
で
は
な
い
が
、
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ド
イ
ツ
難
民
運
動
に
活
用
し
よ
う

と
す
る
点
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
チ
ャ
ヤ
の
議
論
と
連
続
し
た
面
が
あ
る
。
シ
ュ

タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ポ

ー
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ロ

シ
ヤ
、
チ
ェ
キ
ア
の
大
使
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
務
大
臣
ヴ
ワ
デ
ィ
ス
ワ
フ
・
ヴ

ァ
ル
ト
シ
ェ
フ
ス
キ
に
書
簡
を
送
っ
て
、「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
へ
の
協
力
を
呼
び

か
け
た
。
だ
が
ロ
シ
ヤ
か
ら
強
い
反
対
意
見
が
来
た
以
外
は
、
ど
こ
か
ら
も
返
事
が

来
な
か
っ
た）
53
（

。

こ
の
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
批
判
者
か
ら
見
れ

ば
、「
過
去
の
相
対
化
」
の
陰
謀
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
雑
誌
『
シ
ュ
ピ
ー

ゲ
ル
』
は
、
被
追
放
民
同
盟
及
び
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
へ
の
猛
攻
撃
を
行
っ

た
。
特
に
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
個
人
に
対
し
て
は
、
彼
女
は
本
物
の
難
民
で
は
な
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い
、
挑
発
が
人
間
の
形
を
し
て
い
る
、
２
＋
４
条
約
批
准
に
反
対
票
を
投
じ
た
、
Ｅ

Ｕ
へ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
キ
ア
の
加
盟
に
反
対
し
た
と
、
激
し
い
バ
ッ
シ
ン
グ
が

展
開
さ
れ
た）
54
（

。

　
だ
が
こ
の
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
は
、
統
一
後
の
ド
イ
ツ
社
会
で
少
な
か
ら

ぬ
支
持
を
得
た
。
新
東
方
政
策
を
支
持
し
て
チ
ャ
ヤ
と
論
争
し
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
政
治
家
ペ

ー
タ
ー
・
グ
ロ
ッ
ツ
（
ベ
ー
メ
ン
出
身
）
は
、
い
ま
や
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
と
共
に

構
想
の
中
心
人
物
と
な
っ
た）
55
（

。
更
に
こ
の
構
想
に
は
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
名
誉
教

授
・
バ
イ
エ
ル
ン
元
文
相
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
、
現
代
史
研
究
所
前
所
長
・
ミ
ュ
ン

ヒ
ェ
ン
大
学
名
誉
教
授
ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
（
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
）、
ベ
ル
リ

ン
自
由
大
学
名
誉
教
授
ア
ル
ヌ
ル
フ
・
バ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
な
保
守
派
知
識
人
、
元

エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
皇
太
子
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
大
公
が
支
持
を
表

明
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
名
誉
議
長
オ
ッ
ト
ー
・
ラ
ム
ス
ド
ル
フ
伯
爵
（
バ

ル
ト
貴
族
系
）、
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ホ
モ
ル
カ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
作

家
コ
ン
ラ
ー
ド
・
ジ
ェ
ル
ジ
、
旧
東
独
人
権
活
動
家
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
牧
師
ヨ
ア

ヒ
ム
・
ガ
ウ
ク
、
タ
レ
ン
ト
の
ハ
ラ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
ど
、
多
様
な
有
名
人
が

推
薦
人
に
名
を
連
ね
た）
56
（

。
し
か
も
ガ
ウ
ク
は
二
〇
一
〇
年
に
Ｓ
Ｐ
Ｄ
推
薦
の
連
邦
大

統
領
候
補
と
な
り
、
こ
の
時
は
落
選
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
の
再
選
挙
で
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ

／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
支
持
も
得
て
連
邦
大
統
領
に
当
選
し
た
。
こ
の
顔
触
れ
を
見
て
分
か
る

よ
う
に
、「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
へ
の
支
持
は
党
派
上
も
国
籍
上
も
広
が
り
を
見
せ

て
い
る
。
更
に
言
え
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
被
追
放
民
同
盟
議
長
と
し
て
初

の
女
性
、
現
議
長
フ
ァ
ブ
リ
ツ
ィ
ウ
ス
は
同
性
愛
者
で
あ
り
、
同
盟
の
保
守
的
印
象

を
変
え
よ
う
と
す
る
人
選
に
な
っ
て
い
る）
57
（

（
尤
も
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
議
長
退
任

後
、
宰
相
メ
ル
ケ
ル
の
独
断
専
行
に
抗
議
す
る
と
し
て
二
〇
一
七
年
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
を
脱

党
し
、「
ド
イ
ツ
の
た
め
の
選
択
肢
」（
Ａ
ｆ
Ｄ
）
支
持
を
表
明
し
た
が）
58
（

）。
な
お
極

左
テ
ロ
リ
ス
ト
の
弁
護
人
を
務
め
、
緑
の
党
か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｄ
へ
移
っ
て
連
邦
内
務
大
臣

と
な
っ
て
い
た
オ
ッ
ト
ー
・
シ
リ
ー
も
、
一
九
九
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
聖
堂
で
、
左

派
が
長
年
追
放
と
い
う
犯
罪
行
為
や
難
民
の
苦
難
か
ら
目
を
背
け
、
難
民
を
報
復
主

義
者
扱
い
し
て
き
た
と
問
題
視
す
る
に
至
っ
た）
59
（

。
但
し
シ
リ
ー
内
相
は
、
二
〇
〇
五

年
の
被
追
放
民
同
盟
大
会
「
故
郷
の
日
」
で
、「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
に
つ
い

て
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
キ
ア
へ
の
配
慮
か
ら
「
政
治
的
に
不
適
当
」
と
語
り
、
被

追
放
民
同
盟
側
の
野
次
を
浴
び
て
も
い
る）
60
（

。

　
結
局
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
は
実
現
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
追
放
と
集

団
殺
戮
の
全
て
の
被
害
者
の
連
帯
」
を
掲
げ
て
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
六
日
に
財
団

「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
が
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
に
発
足
し
た
（
被
追
放
民
同
盟
本
部

は
引
き
続
き
ボ
ン
に
あ
る
）。
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
〇
日
に
は
第
一
次
メ
ル
ケ
ル

政
権
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
の
下
で
、
反
追
放
の
「
目
に
見
え
る
意
思
表

示
を
す
る
」
た
め
に
、
連
邦
立
及
び
ベ
ル
リ
ン
市
立
「
ド
イ
ツ
歴
史
博
物
館
」
の
傘

下
に
、
財
団
「
逃
亡
・
追
放
・
和
解
」
が
ベ
ル
リ
ン
で
発
足
し
、
広
報
活
動
を
開
始

し
た
。
こ
れ
は
、
Ｎ
Ｓ
体
制
下
の
強
制
労
働
者
へ
の
補
償
の
た
め
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
政
権
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
緑
）
下
で
一
九
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
財
団
「
記
憶
・
責
任
・

未
来
」
を
連
想
さ
せ
る
名
前
で
あ
る
。
財
団
「
逃
亡
・
追
放
・
和
解
」
は
連
邦
政
府

の
文
化
大
臣
の
予
算
で
運
営
さ
れ
、
理
事
会
に
は
連
邦
議
会
（
四
人
）、
連
邦
政
府

（
三
人
）、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
ユ
ダ
ヤ
人
中
央
評
議
会

（
二
人
ず
つ
）
と
並
び
、
被
追
放
民
同
盟
（
六
人
）
か
ら
も
代
表
者
が
出
さ
れ
て
い

る）
61
（

。
同
財
団
は
移
動
展
示
会
を
行
っ
て
き
た
が
、
二
〇
二
一
年
夏
に
は
同
財
団
が
運

営
す
る
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
逃
亡
・
追
放
・
和
解
」
が
ベ
ル
リ
ン
・
ポ
ツ
ダ

ム
広
場
付
近
の
「
ド
イ
ツ
館
」
に
開
館
予
定
と
な
っ
て
い
る
（
そ
の
後
、
二
◯
二
一

年
六
月
二
三
日
に
一
般
開
館
）。
そ
の
展
示
構
想
で
は
、
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
人
難
民

問
題
が
第
一
に
置
か
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
政
権
の
膨
張
・
絶
滅
政
策
に
関
す
る

ド
イ
ツ
側
の
責
任
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
連
邦
政
府
が
こ
こ
で
被
害
者
と
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し
て
の
ド
イ
ツ
人
に
共
感
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
ド
イ
ツ
人
難
民

問
題
を
補
完
す
る
形
で
欧
州
の
難
民
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か

に
は
セ
ル
ビ
ア
や
ギ
リ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
追
放
、
ト

ル
コ
・
ギ
リ
シ
ア
間
の
「
暴
力
を
伴
っ
た
「
住
民
交
換
」」
へ
の
言
及
と
と
も
に
、

ア
ル
メ
ニ
ア
人
大
量
虐
殺
の
よ
う
に
ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
批
判
の
論
拠
と
な
っ
て
い

る
も
の
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
富
農
・
神
品
・（
ド
イ
ツ
人
を
含
む
）
少
数
民
族
迫

害
の
よ
う
な
「
全
体
主
義
」
論
の
論
拠
と
な
っ
て
き
た
も
の
も
あ
る）
62
（

。
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
セ
ン
タ
ー
が
「
過
去
の
克
服
」
の
精
神
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
様
々
な
政
治
的
思

惑
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
財
団
構
想
の
序
文
は
、
ボ
ン
基
本
法
第

一
条
の
引
用
で
終
わ
っ
て
い
る
―
―
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る）
63
（

」。

　       　
　
６　

総
括

欧
州
統
合
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
脅
威
に
対
抗
し
、
没
落
す
る
欧
州
を
再
浮

上
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
社
会
主
義
圏
と
な
っ
た
東
欧
の
故
郷
を
追
わ
れ
た
ド

イ
ツ
人
難
民
の
運
動
と
連
携
し
得
る
企
画
で
あ
っ
た
。
社
会
主
義
圏
か
ら
見
れ
ば
、

Ｅ
Ｅ
Ｃ
／
Ｅ
Ｃ
も
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
も
、
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｓ
体
制
も
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
も
、

同
じ
「
反
共
主
義
」、「
帝
国
主
義
」
の
運
動
に
見
え
た
。
こ
の
時
期
に
チ
ャ
ヤ
は
、

国
民
国
家
を
否
定
は
し
な
い
ま
で
も
、
そ
の
原
理
だ
け
で
は
紛
争
が
収
ま
ら
な
い
と

考
え
、
民
族
が
混
住
す
る
国
境
周
辺
地
域
を
「
欧
州
化
」
し
、
紛
争
解
決
を
欧
州
規

模
で
解
決
す
る
と
い
う
方
法
を
示
唆
し
た
。

　
だ
が
緊
張
緩
和
が
進
展
す
る
と
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
動
揺
し
た
。
米
ソ
接
近
に
対

応
を
迫
ら
れ
た
西
独
は
、
ブ
ラ
ン
ト
政
権
下
で
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を
事
実
上

承
認
し
た
。
彼
の
新
東
方
政
策
を
支
持
す
る
勢
力
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
に
欧
州
平

和
の
攪
乱
者
の
烙
印
を
押
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
支
援
し
て
き
た
同
運
動
を
切
り
捨

て
る
と
い
う
不
義
理
を
正
当
化
し
た
。
孤
立
し
た
ド
イ
ツ
難
民
運
動
を
率
い
た
の
が

議
長
と
な
っ
た
チ
ャ
ヤ
で
、
彼
は
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
権
化
と
し
て
批
判

を
浴
び
、
彼
の
「
欧
州
化
」
構
想
は
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
ら
の
ド
イ
ツ
難

民
運
動
は
諸
国
民
国
家
の
連
帯
と
し
て
の
欧
州
統
合
を
支
持
し
続
け
た
が
、
欧
州
平

和
と
無
縁
な
ド
イ
ツ
中
心
主
義
だ
と
い
う
批
判
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
冷
戦
終
焉
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
新
た
な
好
機
を
得
た
。
オ
ー

デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
の
最
終
承
認
は
耐
え
難
い
苦
痛
だ
っ
た
が
、
社
会
主
義
圏
の
自

滅
と
Ｅ
Ｕ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
拡
大
は
、
緊
張
緩
和
期
に
禁
忌
視
さ
れ
て
い
た
社
会

主
義
体
制
批
判
を
再
び
連
邦
共
和
国
の
公
認
教
義
に
押
し
上
げ
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動

の
自
己
主
張
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
契
機
を
与
え
た
。
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
メ
ル
ケ
ル
政

権
の
後
援
で
、
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
政
権
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
責
任
を
明
記
し
た
上
で
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
追
放
」
を
非
難
す
る
博
物
館
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ド
イ
ツ
人

難
民
問
題
も
そ
の
第
一
の
事
例
と
い
う
位
置
づ
け
で
、
連
邦
共
和
国
の
公
共
の
記
憶

の
な
か
に
居
場
所
を
恢
復
し
た
の
で
あ
る
。

    

注

  （
1
） 

坂
井
榮
八
郎
「
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」、
坂
井
榮
八
郎
／
保
坂
一
夫
編
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ=

ド
イ
ツ
へ
の
道
―
―
統
一
ド
イ
ツ
の
現
状
と
課
題
』、東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
六
年
、
二
一
頁
。
西
川
長
夫
／
宮
島
喬
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
文
化
・

民
族
問
題
』、
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年
や
平
島
健
司
『
Ｅ
Ｕ
は
国
家
を
超
え
ら

れ
る
か
―
―
政
治
統
合
の
ゆ
く
え
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
、
主
権
国

家
克
服
へ
の
期
待
を
前
面
に
押
し
出
し
た
著
作
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
最
近
で
も

臼
井
陽
一
郎
が
、「
規
範
パ
ワ
ー
」
た
ろ
う
と
す
る
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
集
団
意
志
を
称

揚
し
て
い
る
（
同
「
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
リ
ベ
ラ
ル
国
際
秩
序
？
」、
同
編
著
『
変
わ
り

ゆ
く
Ｅ
Ｕ
―
―
永
遠
平
和
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
行
方
』、
明
石
書
店
、
二
〇
二
〇
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年
）、
七
‐
二
七
頁
。
Ｅ
Ｕ
性
善
説
＝
国
家
性
悪
説
や
統
合
指
導
者
の
礼
讚
を
批

判
す
る
遠
藤
乾
も
、Ｅ
Ｕ
を
「
多
元
に
し
て
可
分
な
共
同
体
」
と
し
て
擁
護
し
、「
方

法
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
批
判
し
て
い
る
。
遠
藤
は
ま
た
、
も
は
や
統
合
の

中
心
か
ら
脱
落
し
た
英
仏
語
圏
の
立
場
で
考
察
し
、
い
ま
統
合
を
牽
引
す
る
ド
イ

ツ
や
、
東
欧
へ
の
取
り
組
み
が
弱
い
。「
大
文
字
の
「
統
合
（Integration

）」
は

終
わ
っ
た
。
け
れ
ど
も
ど
っ
こ
い
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
は
生
き
て
い
る
―
―
」
と

い
う
の
は
分
か
り
に
く
い
表
現
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
英
仏
本
位
の
見
方
で
、
ド

イ
ツ
国
内
の
統
合
推
進
論
を
度
外
視
し
て
い
る
（
遠
藤
乾
『
統
合
の
終
焉
―
―
Ｅ

Ｕ
の
実
像
と
論
理
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

  （
２
） 

中
屋
宏
隆
「
西
ド
イ
ツ
の
国
際
ル
ー
ル
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｂ
）
加
盟
問
題
―
―
ペ
ー
タ
ー

ス
ベ
ル
ク
協
定
調
印
交
渉
過
程
（
１
９
４
９
年
）
の
分
析
を
中
心
に
」、『
社
会
経

済
史
学
』
八
二
（
二
〇
一
六
年
）、
二
二
八
‐
二
三
七
頁
。

  （
3
） 

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
（
堀
茂
樹
訳
）『「
ド
イ
ツ
帝
国
」
が
世
界
を
破
滅
さ
せ

る
―
―
日
本
人
へ
の
警
告
』、
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
五
年
、
四
九
頁
。

  （
4
） 

板
橋
拓
己「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
の「
西

洋
」
主
義
」、
遠
藤
乾
／
板
橋
拓
己
編
著
『
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
欧
州
統
合

史
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』、
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
八
一
‐
一
一
六

頁
（
引
用
は
八
二
頁
）。
欧
州
統
合
の
政
治
力
学
を
見
る
と
い
う
点
は
筆
者
と
板

橋
と
の
共
通
項
だ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
板
橋
の
援
用
す
る
遠
藤
や
上
原
良
子
と
の

違
い
も
示
し
て
お
く
が
、
筆
者
は
進
歩
派
を
正
統
、
保
守
派
を
異
端
と
す
る
立
場

で
は
な
い
の
で
、
多
角
的
理
解
は
求
め
る
が
「
正
史
」
や
「
暗
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

と
い
っ
た
表
現
は
用
い
な
い
（
板
橋
拓
己
『
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
ド
イ
ツ
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
の
「
西
洋
」
主
義
、
１
９
２
５
〜
１
９
６
５
年
』、
吉

田
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
一
一
‐
二
九
頁
）。
筆
者
は
「
黒
」
に
つ
い
て
は
「
暗
」

や
「
悪
」
で
は
な
く
、
単
純
に
保
守
派
を
表
現
す
る
色
だ
と
考
え
て
い
る
。
な
お

難
民
支
援
や
反
共
主
義
は
新
東
方
政
策
ま
で
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
も
共
有
し
て
お
り
、
ド
イ

ツ
難
民
運
動
が
「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
運
動
だ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

  （
5
） 

用
語
に
つ
い
て
本
論
は
以
下
の
方
針
を
採
る
。（
一
）「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条

約
」（
一
九
五
一
年
）
は
、「
難
民
」（
英refugees

／
独Flüchtlinge

）
を
「
人
種
、

宗
教
、
国
籍
、
政
治
的
意
見
や
ま
た
は
特
定
の
社
会
集
団
に
属
す
る
な
ど
の
理
由

で
、
自
国
に
い
る
と
迫
害
を
受
け
る
か
あ
る
い
は
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

た
め
に
他
国
に
逃
れ
た
」
人
々
と
定
義
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
二
〇
世
紀
の
欧
州

各
国
で
幅
広
く
展
開
さ
れ
た
反
ド
イ
ツ
人
運
動
か
ら
の
逃
避
者
も
（
戦
闘
か
ら
の

避
難
も
含
め
）
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
で
、
彼
ら
を
一
般
に
ド
イ
ツ
人
難

民
と
呼
ぶ
。（
二
）Vertriebene

は
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
抗
議
す
る
意
味
を
込
め
た

ド
イ
ツ
人
難
民
の
自
称
で
あ
る
。「
被
追
放
民
」
と
い
う
直
訳
は
不
自
然
だ
が
甘

受
す
る
。（
三
）「
引
揚
者
」
と
い
う
日
本
語
は
近
代
日
本
の
海
外
入
植
か
ら
の
帰

還
者
を
連
想
さ
せ
る
が
、
僅
か
一
・
二
世
代
の
滞
在
で
戻
っ
た
日
本
人
と
、
数
百

年
来
の
故
郷
か
ら
追
放
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
と
で
は
、
経
緯
に
差
が
あ
り
す
ぎ
る
。

  （
6
） 

川
喜
田
敦
子
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
や
東
方
学
・
東
方
教
育
が
「
ド
イ
ツ
中
心
の

語
り
」「
国
民
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
固
執
し
、
Ｎ
Ｓ
政
権
の
過
去
を
棚
上
げ

し
て
自
己
主
張
に
徹
し
た
と
批
判
す
る
。
川
喜
田
は
同
時
代
の
類
例
を
挙
げ
て

ド
イ
ツ
難
民
問
題
を
相
対
化
し
、
住
民
交
換
を
「
有
効
な
手
段
と
し
て
広
く
認

め
ら
れ
て
い
た
」
と
擁
護
す
る
が
、
こ
の
論
法
は
期
せ
ず
し
て
、
歴
史
家
論
争

で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
批
判
し
た
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
相
対
化
と
似
て
い
る
（
同
『
東

欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
「
追
放
」
―
―
二
〇
世
紀
の
住
民
移
動
の
歴
史
の
な
か

で
』、
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
四‒

一
七
、一
六
七‒

二
三
二
頁
。）。
こ
れ

に
対
し
佐
藤
成
基
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
人
権
論
に
も
言
及
し
、
そ
の
欧
州
志

向
・
平
和
志
向
に
気
付
い
て
い
る
（
同
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

領
土
―
―
戦
後
ド
イ
ツ
の
東
方
国
境
を
め
ぐ
る
論
争
』、
新
曜
社
、
二
〇
〇
八
年
、
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九
二
、一
七
二
、二
〇
一‒

二
〇
二
、二
一
六‒

二
一
七
頁
な
ど
）。

  （
7
） 
チ
ャ
ヤ
個
人
の
研
究
は
存
在
し
な
い
が
、
難
民
運
動
研
究
で
は
主
要
登
場
人
物
の

一
人
で
あ
る
（M

anfred K
ittel, Vertreibung der Vertriebenen? D

er historische 

deutsche O
sten in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik (1961-1982), 

M
ünchen 2007, S. 20, 36, 67 usw

.; 

佐
藤
成
基
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
と
領
土
―
―
戦
後
ド
イ
ツ
の
東
方
国
境
を
め
ぐ
る
論
争
』、
一
六
九‒

一
七
五
、三
六
五‒
三
六
六
頁
な
ど
）。
ま
た
芦
部
彰
は
住
居
問
題
専
門
家
と
し
て

の
チ
ャ
ヤ
に
言
及
し
て
い
る
（
同
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
社
会
政

策 

―
―
１
９
５
０
年
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
住
宅
政
策
』、
山
川

出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
四
〇
頁
）。
い
ず
れ
に
し
ろ
チ
ャ
ヤ
の
欧
州
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
論
は
未
開
拓
な
分
野
で
あ
る
。

  （
8
） 

本
稿
は
日
本
政
治
学
会
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
五
日
千
葉
大
学
）
で
筆
者
が
主

宰
し
た
分
科
会
「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
：
欧
州
統
合
史
の
複
線
的
理
解
の
た
め
に
」

で
の
筆
者
の
報
告
「
ド
イ
ツ
難
民
同
盟
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
―
―
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・

チ
ャ
ヤ
を
中
心
に
」
を
基
に
し
て
い
る
。

  （
9
） C

hristine M
aria C

zaja, „K
indheit, Schulzeit, Studium

 und erstes politisches 

Engagem
ent; K

rieg, Vertreibung, N
eubeginn in Stuttgart und W

irken als 

Stadtrat“, in: D
ies. (H

rsg.), H
erbert C

zaja. Anw
alt für M

enschenrechte, B
onn 

2003, S. 21-23 (und 417). 

但
し
こ
れ
は
実
子
の
描
写
で
あ
り
、
後
日
の
再
検
証

が
望
ま
し
い
。

  （
10
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 22-24.

  （
11
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 24-26.

  （
12
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 26-28.

  （
13
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 28-33.

  （
14
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 32-34.

  （
15
） 

佐
藤
成
基
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
領
土
』、
四
一‒

五
七
頁
。

  （
16
） 

川
喜
田
敦
子
「
東
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
追
放
民
の
統
合
」、『
現
代
史
研
究
』
第

四
七
号
（
二
〇
一
一
年
）、一‒

三
頁; 

同
『
東
欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
「
追
放
」』、

一
二‒

一
三
頁
。

  （
17
） E

rika Steinbach, D
ie M

acht der E
rinnerung. D

as Zeitdokum
ent, 

2., durchgesehene und ergänzte A
ufl., W

ien 2011, S
. 72-83; 

L
a

n
d

sm
a

n
n

sc
h

a
ftlic

h
e

r R
e

v
a

n
c

h
ism

u
s in

 W
e

std
e

u
tsc

h
la

n
d

. Z
u 

seiner G
eschichte und Rolle im

 im
perialistischen H

errschaftssystem
, 

zusam
m

engestellt und eingeleitet von H
einz Sander, B

erlin-O
st 1969, S. 26.

  （
18
） http://w

w
w

.bund-der-vertriebenen.de/charta-der-deutschen-

heim
atvertriebenen/charta-in-deutsch.htm

l

（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
日
閲
覧
）

  （
19
） L

andsm
annschaftlicher R

evanchism
us in W

estdeutschland, S. 7-47, 95-115 

usw
.

  （
20
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 34-47.

  （
21
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 34-35; Felix R
aabe, „Ein M

ann der katholischen 

Laienarbeit“, in: C
hristine M

aria C
zaja (H

rsg.), H
erbert C

zaja, S. 153-171.

  （
22
） H

erbert C
zaja, A

u
sg

leich
 m

it O
steu

ro
p

a
. V

ersu
ch

 ein
er eu

ro
p

ä
isch

en 

F
riedensordnung, Stuttgart 1969, S. 1-8. 

  （
23
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 158.

  （
24
） W

illy B
randt, B

erliner A
usgabe, B

d. 2: Z
w

ei Vaterländer, B
onn 2000, S. 75, 

115-153, 176 f.; K
ittel, Vertreibung der Vertriebenen, S. 171.

  （
25
） Steinbach, D

ie M
acht der Erinnerung, S. 88.

  （
26
） D

er Spiegel, N
r. 28, 7. Juli 1969, S. 48; Ebenda, N

r. 6, 4. Februar 1985, S. 90-

92; Ebenda, N
r. 13, 23. M

ärz 1970, S. 34 usw
.

  （
27
） K

ittel, Vertreibung der Vertriebenen, S. 169 f. usw
. 
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・
フ
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ン
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永
井
清
彦
訳
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新

版　

荒
れ
野
の
４
０
年
―
―
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
ド
イ
ツ
終
戦
４
０
周
年

記
念
演
説
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八‒

一
九
頁
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angel an Solidarität 

m
it den Vertriebenen. M

arginalien zu 50 Jahren O
stpolitik

, F
ra

n
k

fu
rt(M

) 

1
9
9
6
, S

. 1
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9
5
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1
1
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D
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e
r
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e
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e
n
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o
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H

e
r
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e
r
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a
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u
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h

e
n
 

B
u

n
d

e
s
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e
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h
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tin

e
 

M
a
ria

 C
z
a
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g
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erbert C
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. 1

1
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ttp

s
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w
w

.fa
z
.n

e
t/a

k
tu

e
ll/

f
e
u

ille
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n
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o
litik

/r
e
z
e
n

s
io

n
-
s
a
c
h

b
u

c
h

-
s
tr

e
its

c
h

r
if

t-
f
u

e
r
-
d

a
s
-
d

e
u

ts
c
h

e
-

re
ic

h
-1

1
3
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0
.h

tm
l?

p
rin

tP
a
g
e
d
A

rtic
le

=
tru

e
#
p
a
g
e
In

d
e
x
_
3

（
二
〇
二
二
年
五

月
二
四
日
閲
覧
）

  （
46
） 

佐
藤
成
基
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
領
土
』、
二
七
四‒

二
七
五
、三
〇
九
頁
。

  （
47
） 

W
e
rn

e
r C

o
n

z
e
 (G

rü
n

d
e
r), D

eutsche G
eschichte im

 O
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d

e
., 

B
e
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 1
9
9
2
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9
9
9
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U

r
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eschichte und G
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M
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ü
n
c
h
e
n
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9
9
3
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K
a
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c
h

ö
g

e
l, Berlin. O

stbahnhof Europas. Russen und D
eutsche in ihrem
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e
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9
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s
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0
1
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0
-6

2
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ie M
acht der Erinnerung, S. 100 f. 
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54
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er Spiegel G
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r. 1, 25. Januar 2011, S. 122.　

  （
55
） S

teinbach, D
ie M

acht der E
rinnerung, S

. 108-112; D
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ie 

Vertriebenenpolitik“, S. 75.
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56
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w
w

.z-g-v.de/zgv/m
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（
二
〇
二
〇
年
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一
月

一
九
日
閲
覧
）

  （
57
） D

er Spiegel, N
r. 30, 21. Juli 2014, S. 29.

  （
58
） https://afdkom

pakt.de/2017/09/11/erika-steinbach-w
arum

-ich-dieses-m
al-die-

afd-w
aehle-rede-vom

-6-9-2017
（
二
〇
二
一
年
二
月
四
日
閲
覧
）

  （
59
） Steinbach, D

ie M
acht der Erinnerung, S. 94 f.

  （
60
） http://w

w
w

.w
elt.de/politik/article687346/Pro-und-contra-Vertriebenen-

Zentrum
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l

（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
九
日
閲
覧
）

  （
61
） bundesregierung/staatsm

inisterin-fuer-kultur-und-m
edien/aufarbeitung-und-

geden
en

ucht-
ertreibung-

ersoehnung

（
二
〇
二
〇
一
一
月
二
五
日
閲
覧
）; 

Steinbach, D
ie M

acht der Erinnerung, S. 98-133.

  （
62
） 

歴
史
家
論
争
で
「
過
去
の
克
服
」
と
相
容
れ
な
い
と
排
斥
さ
れ
た
全
体
主
義
論
だ

が
、
近
年
の
「
過
去
の
克
服
」
論
で
は
寧
ろ
肯
定
的
文
脈
で
扱
わ
れ
て
い
る
（
石

田
勇
治
／
川
喜
田
敦
子
「
序
文
」、『
ナ
チ
ズ
ム
・
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
戦
後
ド
イ
ツ
』、

勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
ii
頁
）。

  （
63
） htt

s
.
ucht-

ertreibung-
ersoehnung.de

de
about

（
二
〇
二
〇
一
一
月

二
五
日
閲
覧
）。
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
に
つ
い
て
、「
ド
イ
ツ
中
心
の
語
り
」
に
否

定
し
つ
つ
、
叙
述
の
欧
州
化
を
歓
迎
す
る
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
（
川
喜
田

敦
子
「
２
０
０
６
年
夏
：
ベ
ル
リ
ン
の
二
つ
の
「
追
放
」
展
」、『
ド
イ
ツ
研
究
』

四
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
五
頁
）
も
あ
り
得
る
が
、
同
盟
が
新
東
方
政
策
以

前
か
ら
一
貫
し
て
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
の
欧
州
化
に
よ
る
一
般
化
戦
略
を
遂
行
し

て
き
た
こ
と
に
注
目
す
る
の
が
本
論
の
立
場
で
あ
る
。

  　
　

  

　
　
【
付
記
】

　
　
　

 

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
六
日
に
、
二
〇
二
一
年
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
た
め
に

査
読
に
付
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
二
月
一
七
日
に
は
採
用
が
決
定
し
て
い
た
が
、
編

集
部
の
判
断
（
二
〇
二
一
年
五
月
二
八
日
）
で
一
年
後
の
二
〇
二
二
年
版
『
ゲ
シ

ヒ
テ
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
本
稿
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
抜

本
的
に
改
訂
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
校
正
に
与
え
ら
れ
た
時
間
に
鑑
み
、
字
句
訂

正
な
ど
微
細
な
変
更
に
留
め
た
。
な
お
本
稿
に
は
、
同
時
並
行
し
て
執
筆
・
刊
行

さ
れ
た
拙
著
『
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
一
年
）
と
、

内
容
的
に
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
（
二
〇
二
二
年
五
月
二
四
日
）。　
　
　

（
こ
ん
の  

は
じ
め 

・ 

愛
知
県
立
大
学
教
授
）


